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イギリスにおける

受刑者人権保樟と刑務所監視体制

j翠登文治

序

ー イングランドにおける刑務所およびその凝視体制の澄史的縫観

ー 今日のイギリス(イングランドおよびウェーノレズ)における

刑務所長主視体制

1 I刑務所室主察局j

(1) I別務所資家路jの設立とその縫i浪

(2) i刑務所主主察問j の機能

(3) 年次毅fs・3
(4) 小指

2 i刑務所および保護観察オンフ、ズ?ンj

(1) 刑務所オンブズマンの概要

(2) 総務所オンブズマンの権限と義務

(3) 年次報告を3

(.j)ノト お

3 I独立滋視委員会j

(1) 設立の経線

(2) 総務

(3) 年次報後三? スタップオード刑務所の例

生 イングランドおよびクェーノレズの独立鮫視委長会のための

箆!家評議会

(1) 経織

(2) el約および役割

(3) 年次報告番

(4) 小錦

一 関内防止機構と拷問等祭1I二条約および選択議定議

1 ~議内防H二機檎とは
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2 拷↑均等禁止条約および選択議定・iLfとその導室

結語 わが箆]jfIJ務所視察委員会{ニ対する割愛

1 組織的なII現在司{こ関して

2 3定体的な1HU聞に関して

3 基本的な受刑者人権lニ関する};'O，、怒、および人権確保のための

メカニズムの必要性{こ隠する認識

序

筆者はこれまで，刑務所における受刑者の人権保障に関する課題として，受刑者

人権への侵E与を未然に防ぐためのメカニス、ム，すなわち行刑監視体制がし、かなるも

のとして他国において設置されているか，また，それとの関係で，わが国の現行刑

事収容施設;去によって平成 18(2006)年から，各刑事施設に設置されることになっ

た「刑事施設視察委員会jがどのように位置づけられるか，そして，今後の課題は

伺かについて，カリフヰ/レニア州およびカナダの例rr参考に考祭してきた。

すなわち，カリプオノレニアチHでは，刑務所艶視機関として，刑務宮の実力行使等

の適切性に関して監視する矯正更生局監視庁 (01じ:the Oftice ()f the Insp己ctorGen-

eral) ，行刑の一内容である矯正教育のあり方合監視する更生監視委員会 (C-ROB:

California Rehabilitation Ovcrsight Board)，および，従来から多くの閣におし、ても共

通して存在してきた刑務所オンブズマン (PrisonOmbudsman)があち，それぞれ

の役i1nJ-5:分担しながら刑務所行刑のあり方や受地考人擦の状況を調資し，必要に応

じて問題に対処し， また州知事および州議会に夜接的に報告することにより情報喜子

公Ij自できるなど，…定の'[1ft晃機能ミプ栄たしていることを鳴礁にした。また，カナダ

においては， ~キプ o l::'ンスの刑務所喜子監視するものとしてオンブズ?ンが設置され

ているが，それ以外にも連邦刑務所を監視する役識をおう矯正捜査局 (OCI:the 

Office of the Correctional ImestigatOl・)が設置されており，刑務所内における死亡事

件および別務官による実力行使に関する審査だけでなく，刑務所における受刑者の

取扱い等，処遇のあち方について，受部者その他関係者から情報収集を行い， I~I際

人権法関係の諸条約および国内諸法令に違反する行為等がないか，院視を実施して

いることを明礁にした1)。

他方，わが国の f刑事施設祝祭委員会j は，平成 15(2003)年 f行刑改革会議提

言jのなかでドイツの刑事施設審議会とともに市民参加の方法の例として取り上げ

られた，イギリスの f独立監視委員会 OndependentMonitoring Board) Jを参考に
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して設i置されることになったもので2)，IB監獄法(こ代わって 2005年に成立した新

法， ~見 f刑事~j(容級設法J (こ基づき，会閣の各刑事施設{こ設寵された。しかし，わ

が国の視察委員会のモデルとされた，そのイギリスの「独立監視委箆会」自体につ

いては， r行刑改革会議j の f海外視察結采報告書J3)の一部と 1つの論説.j)で紹介

されている以外には，わが闘ではほとんど考察も言及もされていないのが現状であ

る。

そこで本稿では，このイギリス「独立監視委員会jの成立および機能などについ

てさらに明確にし，今後のわが国の刑事施設視察委員会の発展，特に活動の渓謂の

ために，また，わが閣の被収容者の人権合確保するための圏内防止機関として発展

していく可能性を考察するために，何らかの示唆そ得ることを?臼的とするさそれ

は，次のような経緯による c

受刑者等の被)1文字予者が，裁判所から懲役JfU等白出剥奪の別部ぞ宣告まされ，刑務所

等で単に溺として身体的自由を一定期器等われるだけで社会復i婦が毛筆混となる，つ

まり社会復帰の可能性が商くなるとは考えられず，逆にそれは底堅r~になるのが現突

である c 筆者が先行論説で示したカナダ矯正捜資官マニュアノレにおいて記されてい

るように，行刑担当者は f尊敬と尊厳j をもって被収容者{こ援し，少なくとも居際

法および国内法基準に適合する程度の人権保障を狗設内において保障することが，

効来的な社会復帰につながる可能伎を高めるという認識を，それぞれの織務を遂行

する滋の基礎に据え，受刑者の出JiJT後の再犯Z容を{低下させ社会の治安を守ることが

重要である。であれば，収察施設内での被収~者の処遇のあり方は，施設の状況お

よび担当者のあり方を含めて，塁!の内外の一定の適切な基準に適合的でなければな

らないc しかし，それが適合的であることを確認し，また適合的でない場合{こはそ

れぞ安是正し遜合i生を回復させ，確保するための仕組み，つまりメカニズムがなけれ

ば，行刑施設内の人権保障は絵に描いた鮮でしかないφ したがって，少なくとも刑

務所等における行刑が一定の基準を満たしていることを確認する仕組みを用意し

さらにそれら施設において被収容者に対する人権侵害が発生することを防沈し，ま

た仮に完全な妨11:が不可能であるとしても，人権侵害の可能殺を低減させるような

仕組みを添織する必姿があると考えられる c そして，そのような仕組みが兵備して

いるべきJ基礎的要素・性賀・機能がどのようなものであるべきかにつき，その仕組

みの基本的存夜意義に日夜らして明らかにすることが重姿となる。このことは，懲役

刑などのお出総奪を主たる要素とする刑務を科す国においては，洋の東践を関わず

当てはまることであろう。
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以上のような問題関心から，本稿では，以下，先行実綴のあるイギリスにおける

刑事施設監視体制について，その成立およびその歴史的展開，また現在の監視体制

の役割や機能，そして，特に，その監視体制のうち，わが罰の刑事絡設視察委員会

がそデ lレにした f独立監視委員会j の成交と，その役割jおよび機能等合明らかにす

ることで，行刑監視体制の基本的要素や機能につき考察し，最後に，設置されて数

年が経過したわが国の f刑事施設視察委員会j の今後のあり方について，そのよう

なイギリスの階事施設監視体制が我々に対して与える示唆や談慾は何か考察してい

イングランドにおける刑務所および

その監視体制の歴史的概観5)

刑務所をふ独立の機関が視察するという原理の起源は， 15世紀末{こ始まるチュー

ダー拐に巡る c その当時から ω世紀半ばまでは，イングランドの刑務所は中央政

府によって集権的に管理されているものではなしそれぞれのカウンティーまたは

111]によって， 具体的に{はま2半判iド向f宅日悶汐決とミ守7言いj波皮す治安半判5事 (ωl口11泌a得憎g♂伊1お5t川ratωεω50ばft山hcCo仇山)孔川山III口11向t勺yQ印..)ua以l

Sc討州州詩計I()]η1花叫sω) (にこよつてよ包~;;現関されていたC したがって， 当時， 行ffljを担当していた各カ

ウンティー治安判事が，そのカウンテ fーごとの沼的を遂行するために f治安判事

訪問委員会 (VisilingcOl1lmittec5 of magi5tratc5) J全然成して刑務所を視察していた

が， これがイングランドの刑務所祝祭制度の原型であるつこうして「治安判事訪問

委員会j の刑務所視察は，治安判事 iヨ身またはその í~Jll!が行っていたので，その限

りでは独立的な視察機関とは言えなかったc それが，187i年になって，中央政府

によってすべての刑務所および行7誌が管'恕されるようになると，治安判事には刑務

所訪問の採取のみが残され， f訪1/¥]委員会j は内務大盗 (thcI-!omc Secretarv)に

よって任命されることになった。それと同u寺{こ，隠委員会には一般行斉Ijを視察する

権限以外{こ，刑務所における慾淡処分や，刑務所の具体的自I!i設について視察令する

権限も付与されることになったc

しかしその後，問委員会の有効性等について疑問が提示されるようになると，

1895年にイギワス議会にグラッドストーン委員会が設置され，調査が行われたc

そして，それが 1898年「監獄j去 (PrisonAct) J (こ結実した。同法において，それ

までの治安判事の刑務所訪問権限が修正され，より全底的な組織として，構成は地

域住民{こ開放された「訪問者委員会 (Bo立rdsof Visitors) Jが，より地域的な刑務所
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に関係する治安判事の「訪需委員会j とは別個に用意されることになった。ただ

い新たな f訪問者委員会J(こは，少なくとも 2人の治安判事が必要という要件が

残された。その後， 1952年「監獄法J第 6条においても，調委員会の存立と権限

などが明確に規定されたが， 20 i邸己の後半までには，治安判事の人数姿{守二は， 1名

に;絞らされることになったc 併せて W九年 f裁判所法 (CourtsAct) Jにより， I盟

主主裁判所 (QuarterSessions) Jが廃11二されたが、 それと同時に，治安判事の

委員会j もその役割を終了した。つまり，会図的に一致的に与在する

会jが il径一，刑務所および行刑の監視機関として残されることになったのであ

る。

このように治安判事の刑務所訪認から始まった f訪問委員会んそして，その修

正として地域住民守主たる構成員として導入して生まれ変わった

が，後に見るように， 2003年{こ f独立監視委員会j として得び生まれ変わること

になるむ

こうして 19i1年「裁判所法j当時のイギリスでは， 以外には，

刑務所およびそこにおける行mを監視する機関がなかったため，後{こ別の機関が}まi

窓されることになる。それが次にFよる「刑務所資察局jおよび f刑務所および保護

観察オンブズマンjであるコ

今日のイギリス(イングランドおよびウエーノレズ)

における間務所監視体制

今日のイギリス刑務所監視機関には， ~t として次のような 3 つのものが存在す

る。 lつは (the Prison Inspectorate) J， 2つには I)fU務所および保護

ンブズマン (thePrison and Probation Ombudsman) J，そして， 3つに「独立

(子~ational Council) Jである。しかし，先述のよ

うに前ニ殺が誕生したのは， 1971王手よちも後のことで、ある。これらのうち，本稿

のや心的考察対象は，一綾子11民が参i盗iする 3つ臼の f独立監視委員会jであるが，

その位i設づけおよび役認は，イギワス刑務所監視体制全体の ~iJで;記録し理解するこ

とが議姿であち，かつ， そうすることでのみ意味を手ぎすることになるから，前ニ革ま

について概観したj二で， r独立監視委員会jについて項をあらためて検討する。
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1 i刑務所査察局 (PrisonInspectorate) J 

(1) !刑務所査察局jの設立とその権限

日間務所査察局J(立， 1982年 17f科手司法法 (Criminal)ustice八ct)J第 57条6)に

よって 1952年「監獄法j第 5条 Ai)として付加された法的根拠に基づき，女王に

よって 5年任期で{任命される f刑務所主席査察官 (theChief Inspector of Prisons) J 

の権限の下にある。

その設立の経緯は，およそ以下のようである。 1979年{こ，刑務所の過剰収容状

況および施設の老朽化について課題があることが判明したため，刑務所体制一般に

ついて調査主がなされた。その報告書である「メイ・リポート(;_[乳γReportlJが，独

立の刑務所主主察局そ構成することを勧告した8しこれを受けて翌 1980年には，イ

ングランド，クエーノレズおよび北アイノレランド合管轄する主席交察官 1人，スコッ

トランドを管轄する主席査察官 1人，合計 2人の主席査察官が任命され，その下に

組織される査察チームに，各刑務所喜子査察させ， その情報に基づき主席査察官lふ

JfU務所の状況や受刑者処遇について，毎年報告替を作成し法務大便 (theSecretarv 

of State for )usticel に提出し，法務大原はイギリス議会にその報告書な提出すると

さ1.~た 9) 。

このようにして設置ちれた f刑務所査察局j は，以下のような権限や責任，機能

をナ来たすものとされたc すなわち，イングランドとウエールズのあらゆる刑務所を

資祭ずる責任を有し，その資f壬を果たすために専門家や職業主主祭員 (professional

inspcctorsl 合)活用する権限も持ち，また，連合I閣内のすべての移民拘束施設 (im

migration detentionl を資察する資{壬も有する 10しさらに， I刑務所主席査察官j

は，毎年その資察の報告をナ法務大尽に対して行う義務会負っており，特に， I受JfU

者の処遇および刑務所の状i5e(こついてj報告するが，その報告書は法務大肢を通し

て議会に提出されるから，刑務所主席査祭官の報告は鴎接的に議会に到達し，その

内容は議会~通じて国民{こも明確に示される 11) 。

以上の職務守果たすために，刑務所査察局の査察チームは刑務所の介入なしに，

いつでも，刑務所のいかなる部分についても査察することができる。また，法務大

eとの取り決めによって，各刑務所につき， ::>年{こ 2回(立主主察を行い， そのうちの

1[eJは「総合査察 (Fullinspectionl Jを行わなければならず，もう 11illはそのフォ

ローアップのための簡易査察念行うこととされている。「総会査察Jにおいては，

その査察のために，少なくとも 1週間の日時が設やされるは)。
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(2) r刑務所査察局jの機能

それではそのまま祭の手続阪について概観しよう。査察開始以前に， r査察局jに

よって派遣された調査員が，査察予定の刑務所を子学部訪問し，統計的に有意となる

人数の受刑者と，ランダムに，刑務官等施設の職員の立会なしで磁援を実施する。

その面接において調査員は，刑務所生活のあらゆる fllU頭に関し，う予め用意しである

100を越える質陪項目について，受刑務から図答喜子得て，それをデータ化し，前回

の資察における調査結果と比較対照する c こうして時間の経過によってどのような

変化が， [可じ刑務所において生じているかを，査察に出掛ける前に苦手前把援する。

また，質問への期答~人種別に分類することにより，黒人またはマイノリティーに

隠する受刑務が，白人受刑者よ与も劣悪な状況に泣かれている可能殺を把療するこ

とにも注意を払っている。

以上のような事前調交を基に，実際の査察においては，王霊祭チーム・リーダーお

よび4人の査察長が一つのチームを構成し，数日聞に渡って刑務所に諮在し受刑

者の入所から出所までの流れ，また，受刑者の鴇離の状況，その他の行刑の執行の

状況について言埼玉芝公行うコその過程で，立会なしで偲々の受刑者と，あるいは受刑

者数人とグループ面接を行うが，それと同様{こ，刑務所の看守やその他の験反とも

泌接ぞ行う。また，必至さに応じて，医療関係や教脊関係の専門家の支援を7得ること

ができる。

次いで査察の結巣得られた情報を， r刑務所査察局j としてまとめる。そして，

独自に作成して公表している f期待事項 CExpectatiolls)J (こ照らして，それら得ら

れた結果が適合的か喜子かの評{泌を行うことになる。この ij努待事項J(ふイギリス

政府が設霞している基準さき:と{必要なり，国際的人権基準~基{こして，独自に作成さ

れている 13)。その iWl待事項J(こ基づき，査察の対象となった刑務所の状況をヲ，

受刑者は，(I)安全が篠{呆されているか，事入院の尊厳を篠保するべく敬意喜子持っ

て扱われているか，去臼的のある活動に参加することができているか，そして，

idJ社会復帰のための用意ができているか， という 4つのカテゴリーそれぞれにつ

いて評似し，良好・ある怒皮良好・十分に良好ではない・良好ではない，の 4段階

評価のいずれに該当するかを判定する。これが「健全な刑務所・施設評価(日以lthv

prison and establishment assessments) Jで，これに基づき，時として 100~超える勧告

を九その刑務所に対して行うことになる。そして，その勧告をケ受けた刑務所は，そ

れらの勧告を受け入れるか，受け入れる場合{こは，改善:こ向けて「行動計闘いctlOn

plan)J を作成し，いつどのような行動を実施するか，について明石夜に問答ぞ示さ
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なければならないc 通常，査祭!弓の勧告の 95(J，oは澗務所に受け入れられ，すべて

についてではないにせよ改善が施された結泉，これまでに i50;()の勧告が実現され

てし、る 14)。

(3) 年次報告審

2010年 4月から 2011年 3月までの問の活動およびデータ合法務大臣に報告する

は010-11年次報告書jは， 2010年 7月 15日に主席査祭官となったニック・ハード

ウィック (NickHardwick)の「巻頭言 (lntrodllction)Jから始まる。向報告書{立会

104頁で，九年の概要 (Thc、'carin bricf) J， Iff日務所 (Prisons)J， r移民局路設(1m

l1ligration detcntion) J， 器所 (Policecllstmh汁， 円程隊;句協施設 (Militaryde-

tcntionl Jおよび「付表 (Appendiccs)J の 7つの取で構成されている c 報告内容が

正確なデータ{こ慕づくものであることを示すために，例として，そのうち 1年

開の概要j と「刑務所J(ニ関してのみ，報告書の記述に基づき概観し，議後{こ，

f巻頭言j で事rrしいこ主席査祭官が新鮮な絞で綴察して衝撃とともに発見した事柄お

よび課題について触れておきたいっ

(ア') 1年期の概姿

この期践に，刑務所査察局は，9iのjflJ4J~施設等合査察し，その中には， 53の!求

人リj子刑務所， Jつの成人女子刑務所、 6の 18歳未満の児童少年刑務所 (establish-

mcnts for children立nd)'ollng peoplc under the age 01' 18)， 6の移災局強制送還セン

ター (il11l1ligrationrCI1l(wal centrcs)， 9の綬矧拘束施設 (short-termholding長1Cili伊

ties)， 2 の移民同移送fM:rr~ì (inl111igration cぉcortingarrangclnents)査察， 16のぎ子察i?i

程施設 (policccllstody sllitcs)， 1の二Itアイルランドの刑務所および軍矯iE剥綴セン

ター (thcλlilitaryCorrccti¥'c Training Ccntrc)が合まれる。これらのうち最初の 3純

設は刑務所で‘成人男子，女子二児窓少年刑務所会計 62あるが，そのうち 36につ

いては予告なしの査祭全実施し， 6のうち 4の移民局施設については予告したとで

の総合資祭で，残ぢ 2つについては予告なしのフォローアップ鈎易交祭であったc

また，行察長5i泣施設の半分については予告なしの査察令行ったc

またこの 1年間の期間に調交の対象として設定したテーマは， !足立Z少年に士~する

訓練計図j，受刑中の千スラム教徒，児議少年に閉するギャング、防j懇の管理，受jflJri3 

の女性，保護観察査察局との協力による透反者安恕，および‘治療の質委員会との

協力による受刑中の慾康管理であり，それについては別途，報告書を作成し提出し
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{研究ノート]イギリスにおける受?弱者人権保滋と間務所52授体制

ているとするおし

その上で，主主察対象となったほ刑務所のうち，号学2潟放型宇社土会復帰男子刑務所 (ωa 

111(払13‘乱枇1

三子子刑務所 (ωa111a叫a心iε0叩pen口1P戸戸戸r討"1おs的州oω111ηω1リ)でで、あるブブoレスコイ ド (Iわ〉勺re岱scωoed心1J耶f向2務;所済の 2施設の

みが，前述「期待事項jの4つのカテゴリー，すなわち，安全の確保，敬意， EI的

ある活動，社会復帰のすべてにおいて，良好・ある程度良好・十分に良好で、はな

い・良好ではない，の 4段階評倒で「良好j と判定されたとする。さらに，それら

4カテゴリーすべてについて，わる程度良好， と判定されたのは， 43男子閉鎖型刑

務所中 16施設， 4主主e年成人JfU務月(rCyoung adult prisonsl 93 1， 6男子開放型刑務所

やふ 3女子刑務所やし 6児愛少年刑務所中 5であった，と 16)。

次{こ，移民局施設や祭留読場等に対する し，総務所の室主

してのみ， しよう。

(イ)刑務所

イギリス金協で 2012年 9n現在 138ある刑務所のうち， この 1年間で総務mj!f.

察局によって査察が実施された 97線設のうちの 62が総務所であるから，会刑務所

の約半分が，査察対象とされたっこれらむの刑務所全体について， r期待事項J(こ

照らし， f誌記4つのカテゴリーそれぞれに関して，良好・ある殺皮良好・十分:ニ良

好ではない・良好ではない，の 4段階評{似合行うコ最初のカテゴリーである安全の

E安保について，良妻子と判定されたのは 17施設，ある複皮良好と判定されたのはお

施設， ト分に良好ではないが 10施設，良好ではないは 8であったc 同様に， 2つ

めのカテゴリーである，敬意ぞ持って職員は接しているかについて，良好が 10施

設，ある程度良好が 36滋設， 十分に良好ではないが 16線設，良好ではないは 0，

また， 3つめのカテゴリーである，目的ある活動について，良好が 12n!li設，ある

程度災妻子が 31施設，十分に良好ではないが 14IA仮設，良好で‘はないは 5であり，没

後の，社会復帰について，良好が 12施設，ある懇皮良好ーが 32nt!i設，十分に良好で

はないが 18施設，良好ではないは 0であったと報告している。

また，対象となった 62の刑務所のうち，努子刑務所についてはお総務所が査察

の対象とされ，同様にi可じ f期待苦手項j の4カテゴリーにつき， 4段階での評価が

されているむすなわち，安全の確保について，良好が 15施設，ある程度良妻子が 30

施設，十分に良好ではないが 81J包設.良好ではないは 0，2つめの敬意について，

良好が 7施設，ある程度良好が 32施設，+分に良好ではないが 14施設，良好で、は
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ないは 0，3つめのカテゴリー，目的ある活動について，良好が 8施設，ある

良好ーがあ施設，十分に良好ではないが 14施設，良好ではないは 5であり，最後

の，れ:会復帰について，良好カ';9施設，ある程度良好が 26施設，十分に良好では

ないが 18施設，良好ではないは 0で、あるli)。同様に，女子刑務所および児童及び

少年初務所についても同じ方法で評価がなされている。

また，評価のカテゴリー別詳細は付表 2に，刑務所ごとに掲載されており， 4カ

テゴリーすべてについて，良好でない，を受けた施設はないものの，それらすべて

について，十分に良好で、はない以下の判定を受けた刑務所は 3つであり， どの刑務

所かということも篠認できるお)。

さらに，資察で得られた情報喜子基{こ，刑務所変祭局は勧告を各刑務所{こ行うが，

2010-11年の期間では，刑務所について合計 2，612，移民局施設について合計 ili

の総計 3，329の勧告を行っている。それら勧告のうち，刑務所によって受け入れら

れたのは 86%の 2，246で，移民局施設については 52%の 91であった。また，前

年度における刑務所に対する勧告総数は 4，538で，そのうち 48%の乙154が達成

されたものと判定され，部分的に達成されたと判定された 21%の 962と合わせる

と， 69%)の 3，116が何らかの達成念5!;!:こと毅告されている 19)。

(ウ) 「巻頭言j

」れら査察のiヂ;巣を受けて，新しい主席査祭宮であるハードクィックはどのよう

なれ例会発見し， (=(らの職立として伺を諜題としたか。まず全体的な感怒として彼

{ま r::-lう p

刑務所行政の外から任命され，また，以前は刑務ifrとほぼ関係のなかった私は，

ただちに刑務所の没界に投げ込まれ， EIら何十ものぬi設を訪問しそれらに関する

報告書を読んだc ……ここに私自身のいくつかの第一印象を記したい。・・・・最も

強烈なインパクトを私が受けたのは，地方の刑務所でlま，J!fi蔽物のないトイレ付

の小さな共河室-a:'複数名でシェアし，その共!号室に何時間も何日も監禁されてい

る人たちだ。……刑務所は実際，非常に厳格な刑罰だ。 20)

ある刑務所の過酷な現状について認識した上で，次に iJ努待事項Jにある，刑務

所の安全の確保について，うたに見たように，今期の報告書で，施設としては 62施

設や 52について良好またはある程度良好との判定であることから，それほど否定

的な状況ではないが，受刑者{こ対するアンケート調査および報告書に拘載されてい
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る受刑者アンケートの経年変化ぞ示す表から，主席交察官は，徐々に改善がみられ

ているものと考えた。

交察をした男子部務所 53のうち 8について，十分{こ安全で、はない， となった。

…アンケートで 35%の受刑者が私たちに閲答したところでは，現在の刑務所

において安全でない (unsafe) と感じたことがあるが，査察特点では， 14%のみ

が安全でないと感じていたむ 21)

また，経年変化の表(受刑若手の絡梁{ふ i主好/ある怒!交良好一一イングランドおよび

ウエー/レズすべての刑務所)によると，安全の確保について受刑者がアンケートで良

好またはある短夜良好と時答した割合は， 2005-06が i50;b，その後 2006-0iに5i%

と低下したが，200i-08にはゆ%とやや持ちi直し， 2008-09にi2%， 2009-10 (こは

i8%と最初の 2005…舶の i5%を上限り，今閣の 2010-11(こは 84(J!oと8割合超え

ている12)。

このように，受刑者ーからの僚接的なアンケート調査および経年変色のデータと，

と合併せ言、問liすることで，より 3主体的な判定が，主席夜祭T'j¥こ可

能となるのである c

その{弘法療及び健康{こ関する評総，敬意喜子持って職員が援することについて

も，一定の評倣令している。

刑務所における薬物〔乱用〕治療の資任を健康省に移すという最近の決定合歓迎す

るし，それはより良い調整 (coordination) とさらなる一食性を創出する機会と

なるつ……刑務所はう年前と比較すると入閣の尊厳のためにさらなる敬意を持っ

て受刑者を処遇している c ほとんどの受刑者は， J滋員によって敬惑を持って処遇

されていると諮っているし，問題がある場合には相談する職員がいると言う、 23)

しかし彼は，今後取り緩むべき課題も 3点挙げている。 1つは‘薬物についてで，

くほど祭場に入手可能で‘あり， (実際Hf日務19Tで使用されている。……5

人中 2人{ふ薬物が偽月iにそ子に入ると言っている c 悩ましいことに，受刑者の

li%が入所ゃに薬物問題を怒{とさせたと語っているJWとご 2つめには，総長が敬

意を持って処遇しているかという{牛で，マイノリティー・グループに!認する受刑者

{こ関しては，状況が災なることを談!翠として挙げる c すなわち， i私たちのアン

ケートによると，全体の 10%を傍成するイスラム教徒の受刑者は特{こ，全体的な

〔ー絞〕受刑者よりも否定的な受けとめ方 (negati¥'eperceptionslを一貫して有して
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いる。J25) 最後に，主席資察官が課題としたのは、メンタノレ・へjレスの問題であ

るc より具体的には，メンタ/レな問題を抱える患者である受刑者をどのように処遇

するかで、ある。「刑務所はいまだに，深刻なメンタノいへ/レスのニーズを有する受刑

者~あまりにたくさん抱え込んでいるが，彼らのためには刑務所は完全に不適当な

環境であるい completelyunsuitalラleen¥'ironn淀川)c ブラッドリー卿が提示した改革

i'災絡することに政府が熱意を有することを，在、{立大歓迎する。それは，メンタ

/レ・へ/レス{こ関する問題を有する人たちを，耳目泰司法の体系からすべて夕、イハート

することを了釘襟にしている。J26) 

以上，刑務所査察局の活動全具体的に示す年次報告書~概観することで， どのよ

うな級務を果たしているのかについて見た。

(4) 小括

以上，イギソス刑務所監視機関のうちの f刑務所変察局j について，その構成，

殺務等合概観した。すなわち， I刑務所変祭!訟のi'J{1:者となる「刑務所主席査察

官j は，女王により任命され，そのことにより他の政府機関からの独立性を確保

し， r監j言法j によって定められた明確な権限の下に，会留(イングランドおよび

ウエー/レズ)の刑務所に対して，組織的かつ定期的な資察を実施する。その査察に

よりー経年にわたる d情報収集および受刑者からの怠見収集により，立体的なtld兄t巴

院が可能となる。それらのま主祭と調査による情報を基に，各刑務所の受刑者の生活

環境‘処遇状況が，内外の人権保障の基準，特に独自に作成し適用している f期待

袋容iJ (こ適合的か喜子か，評価することが可能となる。その評価lこ装っき，向か問題

があると判断される場合には，刑務所に対して勧告を行うとともに，J;J、自立の勧告に

ついてどの程度実現されたかについても評備する。また，そのような自らの活動に

ついて，年次報告書合作成し法務大疫に提出し，法務大院は議会へ提出する。その

、て， どのような刑務所で何が課題とされ， どのような勧告を査祭局と

して行ったかがえおされ，その任務の遂行状況が明確になるようにされている c ま

た，年次報告書は議会へ提出するだけでなく，ウェブ・ページに公表することで可

能な取り，透明性の確保が笑環されている。このように，刑務所資察局は，受刑者

がその権利に基づき，非人略的な扱いを受けず，人的j伎を!護保されつつ適切に処巡

されていることを至霊祭により確認するとともに，内外の基準に反するような状況が

刑務所において発生しないよう，予妨的な機能を果たしていると言えよう。

それでは次に， 2つめの刑務所監視機関である f刑務所および保護観察オンブズ
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?ンj について概観しよう。

2 r刑務所および保護議察オンブズマンJ

1994年に設寵された「刑務所および保護緩察オンブズマン (Prisonsand Proba-

tion Ombudsman) J (以下， III(ニf刑務所オンプス、マンj) は，法務大在により任命さ

れるが，独立性を有する機関である。オンブズマン事務所は，一人のオンブズマン

以下，約 100人全擁する組織で，別務所はもとよち移民局拘束施設や国境警備拘束

施設などの人身拘束施設も管絡する。その中央事務所はロン iごンにある。 以下，先

述 f刑務所査察局j との相違も念頭{こ，刑務所オンブズマンの役割i等について検討

しよう。

(1) 刑務所オンブズマンの綴婆

先述のように， r刑務所主席査察官jおよびそのアの f刑務所変察局jが，孝子夜

娘拠~ 1982年 f刑事司法法jおよび 1952年 f監獄法jの笈定に持ち，イギリスの

すべての刑務所および移民局拘束施設等を組織的かつ定期的に交察するのだが，刑

務所オンブス、マンは，そのような法的な根拠は有さないものの， r権 i限浪規程(口T、-1ε':1叉ミ~1\1

OF REFEREi'災KE)汁J2i)幻)(にこよつてその存主在在F王今を令?基礎{付すけられているo そして， 第一{こ，

総別の受刑務等から苦情申立てをナ受けて対応する。つまち，音信市立てを受け付け

た上で，その{午が誠査の必姿があるようなものであれば務資し，その諮査結架合法

務大箆等の関係機関{こ報告する。また，その誠資結果に基づき，必要に応じて刑務

所に処分等の変更をゴとめ，また適切な対処方法等を勧告するc ただし，オンブズマ

ンには，そのような処分の変受や勧告に従うことを刑務所に対して強制する権限は

認められていない。しかし多くの場合に，その勧告は，刑務所によって尊重され実

行されているようであるつさらに，最近オンブズマンに付与されることになった議

姿な権限として，刑務所および仮釈放者収容施設 (probationhostels) における死

亡，つまち後述するように， r致命的事件 (Fata!Incidents) J会件について調査する

権限がある。これは施設において発生した死亡が，自然死 (naturalcau告白)であ

れ，人為的なもの (homicidりであれ，または自死 (selιinflicted)であれ，それら

全i干について議室し，その結果を報告するものであるc このような活動は， rヨー

ロッパ人権条約 (ECHR)J第 2条の「生命に対する権利j保障の義務ぞ，署名園

であるイギリス政府として履行していることを証明するものである。つまり， この

条約に基づき，イギリス政府は，刑務所等の政府の施設において t長命に対する受
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刑者の権利全保障するべく，死亡事件が発生した場合には，積機的な手続的義務を

負っていると考えられており，その義務を履行するために，政府の機関として刑務

所オンプズマンが事件喜子調査し，死亡原因等喜子明らかにするという制度七隈家と

して有することが重要であるとされる G また，当然ながら，その認査結果を受け

て，刑務所等の施設が適切な対処守することは，条約 i二の法的な義務で、ないとして

も，何ら対処しないという選択肢は実質的にはないと考えられているお)，さて，

このような刑務所オンブズマンの組織布よび職務について，その基礎的文書である

f権限規程j を検討することで，さらに具体的に把躍しよう。

(2) 刑務所オンブズマンの権限と義務

刑務所オンプズマンは公募式で募集され，応募者から選抜が行われ，談会の選任

委員会 (SelectCommittee)の同意を得て，法務大臣によって任命される。 2011年

からはナイジエ/レ・ニューコーメン(0iigel0iewcomen)が刑務所オンブズマンに任

命され，その下，オンプズマン代環 (DeputyOmbudsman)，アシスタント・オンブ

ズマンなと" 2009:fj三-1i:基準にすると，約 100名のスタップで事務所全体は構成さ

れている。そのゆ{こは，かつて刑務所職員等であった者が 15名ほど，その他かつ

て法務省の職員であった者が 30名ほど含まれている c また刑務所オンブスマン事

務所の予算の約ヲ認は，これらオンブズマンi隊員の人件費として使われている c こ

のように，彼らは，法務省から給与をナ受ける公務員だが，矯正局や保護観察局など

行]f日関係機関からは完全に独立してお札司法務遂行においては，法務省からの311玄

It全線保している2針。また，刑務所オンブズマンは職務として，法務大尽に年次

を:fJ~ 出し， 1公務大iをは， それを了，イギワス議会{こ提出することとなってい

る。そして，その年次報告書{こは，少なくとも次の 5つの事項について報告しなけ

ればならないと規定されている c すなわち， 1f1J務所オンブ、ズマンが調査を実施した

苦情の内容，刑務所オンブ‘ズマンの勧告とそれに対する施設の対応，死亡事件調査

のいくつかの概姿，調査鎖恕ごとの総数および8擦達成度，そして，刑務所オンブ

ズマン事務所の支出概主主である 30)。

そのような刑務所オンフズ?ンに対して，だれがアクセスミァ保障されているの

か。刑務所オンアズマンに苦情をけ3し立てることのできるのは，以下の 3つのカテ

ゴリーに該当する者とされる c 第一に受刑者で，苦情についてすでに刑務所内での

苦依処理手統合使い果たしたが，それでは満足を得ることができなかった者であ

るっ第ニに，保護観察9ー1またはそのための公認施設に居住しており，その旨が余民!

346 



]i耳炎ノート〕イギワスにおける受?持者人権保障と刑務所続税体制

犯3界F考f銭管2安2理局 (山?災，a必凶t討ion，泌叫al社loti恥li氏司rcnωn吋1吋dεωIλ~lanagタ伊cm父叩tα叩nt S払公e叩2

したがt満誇足を念?汁f得主与fることがでで、5きFなかつ7たこ者ラ また，

第三に，移民!誌に拘束されており，その苦'Ii'f処潔手統合使い果たしたが満足合得る

ことができなかった者であるつ刑務所オンプ伊ズ?ンにアクセス可能なのは， これら

3カテゴリーのいずれかに該当する者に限定されており 31)， したがって，その家族

や被答者または被害者法族などは該当しない。

これらに該当する者ーからの苦情について，刑務所オンブズマンが議資権限を持つ

ことになるが，その説話交の対象は，刑務所等の機関が行った，管恕，監督， ケアお

よび込巡に関する決定，処分についてであり，以下の若手柄については，税務U::， [汚

示的に排除されているむすなわち，大臣が行った政策的決定および大阪に対する官

僚の勧告，大庄の行った決定の是非，および，有界判決，刑期，在fZ資格，移民局

拘束の怒Fll.期鵠{こ関する処分などである c さらに，訴訟や

臨床的判断についても，刑務所オンブス、マンの調主主対象から排除されている 32)c 

また，いずれかの場合に該当するにしても，そもそもそ けfすげるに適し

ない (ineligiblc) と判断されれば，刑務所オンブズマンは，通常，その怒i主iを吉原

{こして，けCl:V:人に示さなければならないと規定されており申立人:ニ対す

る公平性および申立処理方法の適切性に記長きしているものと考えられる。

受け付けられた古について調査が必要だと判断されれば，その事案の鍔査を経

て，やはり認資総果がrfIJi:人にiUfi'aでIEl答される。また.調査の結架として刑務所

オンブズマンがその勧告権限刊に基づき，関係機関(二対して勧告をナ発した場合に

も， 113:V:人への回答にその勧告が含まれることになる。そして，勧告を受けた機関

は， .f週間以内:こ刑務所オンブズマン{こ対して何らかの応25をしなければならない

と規定されており，刑務所オンブズマンはその応答についても， EtjL人{こ伝達守す

ることが義務づけられている日。

さて次{こ，最近，刑務所オンブズマン{こ付加された， (Fat乱1lnci伽

dents) J (こ関する調室主権限および義務について概観しよう則。

JfU務所オンブ‘ズマンは，以下のカテゴリーに該当する者の死亡について諮査を実

施するつすなわち，受刑者および少年続などの少年教育線設入所者 (trainee仏公

認施設の慰役者，移民受入・移送施設の居住者，および¥判決を受け，または勾留

されて裁将所施設内(こ居た者ーである。そのflliの者に関しても，刑務所オンブズマン

は裁量によって(裁判所施設以外の)上述の施設における問題に認して諮査権限が認

められている会
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死亡事件が発生した場合には，その施設は刑務所オンブ、ズマンに通知をしなけれ

ばならない。それによって初めて刑務所オンブ、ズマンはその死亡事件を知ることに

なるが，まずその事件の佐賀によって，調査の範閣を確定することになる問。ま

た，刑務所オンブズマンの調査自約は，以下必の 5つに限定される。すなわち， 1一死

を取り巻く状況および出来事，特に死者に対する関係機関のマネージメントに関す

る確定， ii-蒋発紡止のために，行刑実施方法・方針・実務またはマネージメント

調撃の変更が役立つか~かに関する審理， lll-関係する医療問題の審理および臨床

的ケアの査定， ivー遺族への説明と!京協に関する見通し (insight1 の提供，そし

て， vーヨーロッパ人権条約第 2条 f生命に対する権利jから生じる検視官の調査

義務の履行喜子支援し，できる限り全宅ぎが明らかにされ，いかなる見沼としも顕在化

され，捻奨される行為や実践が同定され，その死からいかなる教訓も学び取るこ

と，である 38)。

以上のように，刑務所オンブズマンは，個別の受刑者等から苦情を受けることに

より議査をい問題解決に向けて関係機関に対して，必重きに応じて勧告をするほ

か，刑事筋設等における死亡事件の全件について誠査を?行うことで，その死亡の原

因解明と，再発紡止のために必要な勧告をナ行う。そして，透明性の篠保のために，

刑務所オンブズマンは報告書全作成し公表することを主たる任務とし，法的な根拠

ではないものの，法務大原との間で会主まされた f権線規程j 合根拠に，独立性佐保

ちつつ具体的な職務を遂行する。

それでは次に，刑務所オンブズマンが作成した，最近の年次報告書および公表さ

れた資料に基づき， 2010-2011年の状況を概観し，刑務所オンプズマンの現実的な

服務のr;lQ'f4とその結果合把握しておこう。

(31 年次報告謬

2012年 9月に提出された全 62頁の 2011-12年年次報告香川によると，この 1年

間に刑務所オンブズマンが受け取った苦情の数は，刑務所に関するものが 4，726件，

保護観察に関するものが 433件，移民局施設に関するものが 135件の合計 5，294件

で，前年年次報告書の持点より多少の噌加となった。合計 5，2判件のうち，調査す

ることが適当であると判断された苦情の数は，合計の約半数， 2，667件でしかない

が，先留との比較では 4%の増加である。調奈の対象とされなかった苦情の 79%

は，刑務所等の内部における苦情処理手続が最終段階まで尽くされておらず，刑務

所オンプズマンが調査することがそもそも認められていない範轄に関する苦情で
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あった。調査が開始された 2，667件のうち，実際{こ調査が完了したのは， 2，360件

で先留から 5%の減少である。数年に渡り，調王室完了2容が低下している制。

また， r致命的事件調査j について， 2010年には合計で 211件(内訳 :EI然死 131

件，自死62件，殺人 [homicide)1 14，非自然死 1614，分類待ち H牛)， 2011年には合

計で 214件(内訳:自然死 132件， EI死6214二，殺人2i'ヰ，非自然死 14件，分類待ち 4

件)とほぼ変イとがない状況であったが，今回 2012年には合計で 22ヲ件(内訳:自然

死 14214'，EI死 il件，殺人 lf牛， ~I' 自然死守件，分綴待ち 6f牛 )41) と，かなり増加し

た。また，自然死について 20選以内に報告議草案全完成させるとする目標ぞ達成

できたのは 24%，EI死についてお週以内とする臼擦を達成できたのは 22%で，

それぞれ先間の 16%および 14%から改善しているとする制。

さらに苦情等の処壊の迅速さについて，今回の年次報告審では，枢当の怒化を示

している。すなわち，先問のま手次報告設では， rlO臼以内に調査が適当か否かの判

断がなされた苦情が拘%以上，苦情に関する調ままのうち 12週間以内{こ完了したの

は63%で，前年のそれぞれは 82%および 47%であったj とされていたにもかか

わらず，今関はそれぞれ， 40%および 53%に悪化している。これはう予算の減少に

よるスタップ不足であると何時に，受刑者人口の 4~むを占める重警綴刑務所{こ認す

る苦情等が五主体の 3分の Iを占めるものであることを示唆している制。

また，今鴎テー?として取り上げた f致命的事件jについて，いくつかの指摘そ

しているので，それらを子取り上げておく。 1つは，自死 71件について， その 20%

が事件前 3カ月以内に，他の受刑者からの何らかのいじめや脅迫があったことが証

拠によって明らかだという事実である。特に， 18から 34歳の若年者!こ文すするケア

が重要であるにもかかわらず，不十分で、あるとの指絡がされている。また，調査し

た死亡事件 229件の 6%が薬物関連の事案であったとする凶。

以上のように， r間務所および保護観察オンブズマンj は，独立伎を有しなが

ら一方で受加者等からの苦情を受け調交に慕づき，必姿な事実確認なしたーとで，

勧告等の措績を?取る。他方で死亡事件については，全{件の調査喜子実施し，死亡発生

の状況等を明縫{こし，身柄拘束等による事件の発生および施設管理上の諜題等を発

見する。また，それに関連し，透明憶が確保で、きるように，オンブズマンは年次報

告書を作成し法務大臣および議会lこ対して提出することで，自らの活動合明らかに

するとともに，発見された課題等を公表するよう義務付けられており，関係機関の

みならず全国民に対しでも刑務所等の状況および課題を提示する役認を泉たしてい

ると言えよう。
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(ヰ)小揺

イギリスにおける刑事施設等の監視機関の 3つめである「独立監視委員会j につ

いて次に検討するが，その前に，これまで概観してきた「刑務所査察局Jと「刑務

所オンブズマンjの特徴そ，両者の共通点と相違点、喜子含めてまとめて必きたい。

まず，障者に共通する点は，組織として独立性ぞ千ぎするという点、であるが，これ

は後:こ考察する f独立監視委員会j についても同僚である c 選出の方法，任命権者

および関係法令諸規定(斉IJ務所オンブスマンの場合(こはその長俊規桜J)から，経i織

として，また職務について独立性が確保されている 2 さらに，査察または調査した

後に必要に応じて施設に対して己文字?等の勧告念行い， ~t祭毅査結巣および勧告等に

ついて報告書および年次報告書を作成し大臣および談会{こ徒出し，問11寺にウェブ

上公表することで，その活動の内~について透明伎を子確保している点も共通してい

る。さらに， その勧告に法的な拘束力はないが，多くの場合{こ勧告はヰ事選され遵守

されている点も共通しているものと考えられる

次{ニ，それぞれの機関の，特に長に係る人事と，その専門性に模して検討する

と， I刑務所査察局jの長である「刑務所主席査察官J(ふ先述のように，現在ニッ

ク・ハードウィックで 2010:{ドに任命されたが，彼はそれまで，長年， if?祭{こ対する

苦情が適切に処理されていることを監習する「独立労察苦情委E司会JOndependcnt 

仏首iccComplaint Commission) のiえそ1~めていた。さらに，そのハードウィックの

lI主任fi'であるアン・オウワーズ (AnnεOwcrs)は.ハードウィックと交代するまで

の約 10il~ 1mにわたって汀f日務所主席査察笈j を務め， 2011年からは

会jの長となっている c つまりこれら 2つのポジションでよえの入れ務えが行

われた。その一方、刑務所オーンフズマンであるナイジエノレ・ニューコーメンは，

2011年に任命されるまでの約 8年間以， f刑務所査祭局jの「邸主席査察官 (Deput}

Chicf Inspとじtor)Jを務めていた(そして，刑務所オンブズマンである彼の下で捜査

等を実施するスタップの一定の;総合の者が，刑務所職良の経験や法務省職員の経験

全有するという事実からも分かるように，彼らすべては，行刑およびその監視に関

する専門家であることが指摘できょうじ

河機関の相逮点として挙げられることは， I刑務所査察局J(主査祭{こ入る前:こ，

苦手前調査として，刑務所の受刑者にアンケート調交を?ランダム抽出方式で行い，先

Iillの調査との沈絞等を過して，各刑務所の経年変{七また問題点等を浮き彫りにして

おしその上で，組織的かつ定期的に全国の刑務所をまま察することにより，個々の

受刑者の問題ではなし施設および矯正の問題を， [待賠的経過の視点、および金調的
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な視点から考察することが可能である c 他方，刑務所オンブズ?ン{ふ主として

偲々の受刑者からの25債を慕終的情報源とし，個別の処遇および施設などの問題伎

を把握し，議査の上，隠係機関に改善を:';Jとめる勧告等合行うなどの方法により，多

くは特定の問題に対応的に解決の方向を探ろうとする。雨後隠は，それぞれ全体的

観点からの陪!普段把握と，鈎別の観点からのそれとをt泣い，これら爽なる観点から

の分析と評価を併せることにより，それぞれが足りない部分を補い合い，より多角

的{こ，より立体的に問題の犯握ぞ行う関{系にあるとさえよう。

それではこれらニつの監視機関の役割および機能の異同を踏まえ，さらに 3つめ

の監視機劉である f独立監視委員会j の役割および特徴は何か，明確にしていこ

ぜ)0

(1 )設立の経緯

先述のように，

3 r独立監視委員会j

の怒j僚と考えられる治安判事による

員会jが， 19i1 fドf裁判所法j によって燦止されると，治安判事 2名J;1、ととfIi民

とをア含む f訪問者委員会j が，イギワスの刑務所のI!m~の監後援問となったs その

後， )設剰収容その他施設のを符{となとの問題から，メ千判事が諸純設および行Jf日の

状況を調査の土:， rメイ・リポート j を作成したc これが基となって， 19前年(こ，

先lこ概綾した

る。つまり

j および

以外にふ刑務所等を監拐する

が設位されたのであ

しfこつ しか

し1守82年:こ，今度は「訪弱者委員会j についても掲題提起がなされるようになっ

たっつまり，欧州委員会 (EuropeanCommission)が，ヨーロツノリ、権条約第 6条

(公正なj汝'j'1J<!:'受ける権利会保持する)の目的{こ鐙みると， r訪問者委員会j は十分な

独立性と公正性が保滋されていないとの疑問を果したのであったコというのは，そ

の当時の「訪問者委員会J(ふ治安判事の「訪問委員会jの役割守一部分引き

でいたために，刑務所において違反行為があった受}持者に対する慾務手続や，行刑

執行上，透反行為等のあった刑務所職員に対する熟成手続に関与していたのであ

るG そして「訪持労委員会jが，そのように刑務所内の懲罰手続に関与すること自

体について，欧州委員会は，同委員会の刑務所からの独立:伎，第三者住，客銭11:，

公正i生等を疑わしめる，つまりそのような手続に実質的に関与していることは，受

刑者等被収容者の視点からすれば，問委員会は刑務所と一体fとしていると捉えられ

る， との疑鍔が生じることを示したのである。
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これを受けて 1984年に提示されたマグワイヤ・グァグ・リポート(ivlaguireand 

Vagg report， 1984)では，受刑若手の多くが「訪問者委員会j を刑務所長の同僚と看

{故し，刑務所に批判的な機能を果たそうとしないし，巣たすことができていない，

と考えており，その独立伎に関して問題があると結論付けたお)。主~ 1985年には，

f刑務所懲罰制度事前委員会 (thePrior Committee on the Prison Disciplinary System) J 

が， i訪問者委員会Jは懲罰手続に関与する専門的な能力{こ欠けるものと，受刑者

からも，また職員からも考えられているという，批判的な結論を導き出した。それ

と並行して何年，会閣の「訪問者委員会j をまとめる金調的機関である f統轄委員

会 (theCo-ordinating Committee) Jが設立された。

その後 1990年にストレンジクェイ (Strangeway)刑務所において暴動がおこると，

刑務所問題は大きな注自営浴び， [湾年， この問題について取り扱った fワノレア・レ

ポート (theWoolf Report) Jが議会に提出された。そのなかで， i訪問者委員会j

は懲罰手続にも，また，懲戒手続にもかかわるべきではないとしたことを受け，

汐91年 f刑事司法法j によってその権限が削除されることになったのである制。

こうして，かつて治安判事による f訪問委員会jの権限の名残として f訪問考委員

会j が受け継いだ懲戒手続に関与する権限は，このI時取り去られ，第三者機関，独

としての様相がより強〈見出されるようになった。また後に見るように，受

刑者の f罷離J(こ関する決定に問委員会が関与することについても， iウノレブ・レ

ポートJにおいて疑義が提示され， 2006年からそのような関与を行わないことに

よ札刑務所の行うべき権限の一惑を担うことがなくなったことも，同様{こ，同委

員会の独rz監視機関としての地位そ向上させていると思われる。

その後， 1994年に初代 f刑務所オンブズマンムピーター・ウッドヘッドが受刑

者の苦情を調査したことを受(1， 1995年に内務大盗は， i訪問考委員会Jの見直し

そ検討した。その結巣，問委員会の役識と機能の強化を留るために， i国家諮問会

議 (theN呂tionalAdvisorv Counci]) Jが設立され， i訪問者委員会Jの統一的 f目的

ステイトメント (astaten淀川 ofpurpose) J および~ i統一吉宗主主 (acommon constitu-

tion)Jが作成された合翌 1996年には，委員会の共通的な懸案事項が「国家諮問会

議J(こよって纏められて提出されることをナ筏的に， i全国ディレクター(災ational

Director) Jが任命されたが， 1ヲ何年には f訪問者委員会事務局 (the1←lead of the 

Bo証rdsof Visitors Secretariat) Jがこれにとって代わり， i出家諮問会議j も f訪問者

委員会j を指導し監督する責任を担うこととなった。

2000年には， ピーター・ロイド g~p を:~長とするワーキング・グループが， i訪問者
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委員会Jのあり方についてさらなる見直しを行い，翌 2001年 3Fl (こ「ロイド・リ

ポート Jが議会に提出された。その中で，刑務所監視体制を改めるためには， r訪
問者委箆会Jの名称それ自体を，誤解を招くことがないものに変受するとともに，

移民局が管理する身柄拘束施設の監視ふ刑務所監視と同じ事務局の下に霞くこと

が望ましいとの提言がなされ， これをケ受けて組織再編が行われた。その結果， その

名称は今日の f独立監視委員会 OndependentMonitoring Board) Jと改称されるこ

とが決まり， 2003年にその活動喜子開始したので、ある4i)c まずこ， r独立競視委員会J

のや央組織として 1995年に設立された，先述 f国家諮問会議j も2003fドに現在の

「国家評議会(;.JationalCouncill Jと改められ，新たな機関として，新たな

(Constitution) J合設け，その長 (Pr・esident)(立法務大臣の任命とすることが明文化

された。この新たな f国家評議会jは，後に見るように， r独立監視委員会j を支

援し，その独立殺の確保も含めて，問委員会が期待される機能を十分に発揮するこ

とができるように期することを使命としている4針。

(2) 総務49)

委員{立法務大践により， 3年以下の任期で任命され50)，現在1，850人が 138刑務

所 12移民局強制送遼センターおよび 3短期拘束施設 (Short-termholding centres) 

において，無給のボランティアとして活動している。それぞれの委員会は，施設の

よって構成人数が異なるが， 10から 20人の間である。初毘の

任命の場合，または， 1年以上のブランクの後の得径の場合には，それからロカ

月以内{こ，全国的に同ーの，初任者研修に拐さ当するものぞ受げなければならないと

される刻。法務大疫が任期の途中で委員の任をf絡しまたは，委員の職務全停止

するためには， rその職務そ十分に全うすることがないjなど，明文に2おされる列

に該当しなければならず山，委員lこはある程度の独立的地位が確保されて

いる。また，各委員会には，委員のやから 12カ月を走塁えない任期で委員長と副委

員長を，法務大医の任命によって鐙くこととされ，法務大臣が委員長・磁委員長の

織を?解くためにも，明文の列記事項に彼らが該当することが要求される刻。

委員会の会議は，月に一度，それ以下の頻度で十分と決議する場合でも， 12カ

月に 8自は開催されなければならず，各委員会はその数を 3名以上としなければな

らない。また，定足数を定めることができ，議事録を作成することが義務づけられ

る問。これはワェブでの公開を前提{こ，総務が適切に果たされていることをナ確認

し，透明性全篠保することを民的としていると考えられるc
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雪~rl会の一紋的職務として「刑務所添則J 7/、挙げているのは，以下のうつの事併

であるつ 1-刑務所敷地内の〔施設等の〕状況，刑務所の行政オゴよび受刑者の処遇につ

いて職務を執る， ii一法務大臣が要求する宗主~について調査し報告をする， iii-iflj務

所長が注意合払うべき事情に注N.ぞ向けさせ， ることが適切と考える著作可(こ

ついて法務大g(こ報告する， lY一知るに至ったいかなる;不正も夜ちに法務大医{こ実IJ

らせる， v-委員会および委員は，この規定上の権限を行使する前に， [刑務所〕規

律に影響するかもしれない事前について刑務所長と相談する日，である c また，

委員会の特別な職務としては，次の 3つが挙げられている 1一委員会および委員

{ふ受刑者のいかなる苦情・要求も出かなければならない， 11ー受刑者が食する食

事は，委員が頻繁に検食 (inspect) しなければならない， iii-受刑者の収容状況に

よって，その健康が精神的または身体的{こ危険にさらされるとする報告を調査す

る56)，である c

さらに， 1952:tp I監彩、法J6条の規定令受けて，刑務所内の査察等について，次

のように規定する 1-委員は刑務所{i:'頻繁に訪関しなければならないc 委員会は

委員の訪問について，会議と会談の11.11に少なくとも一度は委員が訪問するようロー

テーションミナ組まなければならない 11 委長は何時においても，刑務所のすべて

の部分およびすべての受刑者へのアクセスを手干し刑務所総長の見陪きできない所

で (outof the sight and h亡註ring) どの受刑者とも話会 (intcI、IC¥¥うすることができ

る。 iii-12000 if調査f長llHi去規t!日 (thc1ミεgulation()f ltl¥'cstigatory Powers Act 2000) J 

第 2掃の規定{ニ従って認められない場合計泌さ.委fl!まJflJ務所の記録へのアクセス

を>1jーするう?に と

このようにして，基本(i'g(こは月に一度の会議がわり，次の会議までに委員の少な

くとも設かが紛務所に出ItiJl、て資察等を行うことが定められているから， 2週n号に
一度の委員会または委員の日が入る計算になるc また，委員長および副委員長，}]l 

びに委員の独立1'1:を，解lf，法・定戦IjJrtl{i:'列記事須として明文化することで篠保する

と!部i寺に，…般的職務および特別な職務を列記し，全国{こ 150以 i二ある委員会の

1，500人の委負たちの活動が，ある龍!支，統一的権限に基づき，共通約総務範区i内

において実施されるように規定されている。

そして，各委員会;ふ少なくとも年に一度，各年 12F:I来日;までの活動につき，

適切と考える助言と示唆守合む，刑務所および行刑の状況に関する報;なさな，でき

るだけ早期に作成して，法務大毘に対して提出しなければならない制c
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(3) 年次報告謬…スタッフォード刑務所のO1J

上記のような級務そ脅する全国の f独立監視委員会jが， どのような活動を行っ

ているのかについては，その年次報告書等令検討することで明らかになる。した

がって‘ここで，最近の年次報告舎を概観し， どのような事柄についてどのように

査祭等のまま視活動を災海しているのか検討しよう σ

わが[fiJの「行)fU己文京会議j は，わが箆!の刑務所それぞれに視察委員会を設註する

ことを検討した際に，イギワスを訪問し，スタップオー r刑務所~査察している

河刑務所主ァwuにとって， その最近の守二次報告書 (2010今"5FJIEI-2011年4)ヨ 30

日〉には， どのようなことが記されているのか検討しよう。

{ア) 報告三日記号室事項

独立監視委員会事務局によって用意された f年次報告書テンブレートと概要

{こしたがって，全開u(]に統一的・組織的なil}"式，項目，内容につき 11演次記殺して

いくようになっている。たとえば， i 1"虫3f_wii視委員会の法的役割J，i各)flj務所の概

要J， エグゼキュティブ・サマリーんなどの{也， f記載すべき若手ザむにつ

いて以下のように決められている。

次の ~JJ柄伝記載しなければならない。平等と包摂 (Equality & 

lnclusion) ，教育・学習およびスキノレ，健康管沼!とメンタル・ヘルス， 目的ある活動

(消務作業?~む入社会復帰，より安全な~又議 (Safer Custodvl.隠語¥E.ケアおよび

分離・溶接な詑1'f(Segrcgation， Care & Separation， Close Supel、ision)，信行:サービス

(住民，食事，給食付よび炊事場合む)0 Jまた，受刑者からの苦情の総数，およ

び，それらの内容を，wu えば -阪会jや「所有物JiJfUJ切に関すること j な

ど， 12のカテゴリーに分類した場合のそれぞfれの数公示す表への経年約な記裁，

立立び;こ， 資察ITIJ数などの表の記殺も含まれている刷。

付) 強力:詑視委良会の役割と施設概要

これら記殺事項{こffとって，スタップオード刑務ffrの独立監授委員会:ふ 36]支の

作成している。委員会の法的役割については，テンプレートに従って，先

述の 1952ド「監ff.A法j第 6条および下位規範の f刑務ffri和!むを多少修正してま

とめたものを?確認している c すなわち， i委員会{主将{こ以下のことを任務とするつ

れ1)刑務所内lこ収容されている者の人道的かつ適正な処遇および彼らの釈放準備の

ためのプログラムの範腐と適切性{こ関して総務伝来たすこと， (b) いかなる懸念
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も，適切と判断する場合に，法務大尽またはその権限が委任された磯良に対して，

直ちに知らせること， (c)刑務所が課された基準および姿求をいかに満たしている

か，および，収容されている者にそれらがどのような影響を与えているかについ

て，毎年，法務大E互に報告すること。これら ((a)~(c)J の職務を委員会が効果的に

遂行するために，そのメンバーは，あらゆる受刑者，刑務所のあらゆる部分，およ

び，限定的例外はあるものの受刑者の記録に対してアクセスする権利を手ぎする。J61)

またこの年次報告書は，スタッフォード刑務所の概要として収容人員および股史

的変遷について，おおよそ以下のように記数している。 rc指標刑務所，定員 741人

(一般受刑者 409人，ケアが必要な受刑者 (vulnerable)332人)，全国的にも最合の

刑務所ーで 17舛年にタクン留龍所 (jaiDとして誕生， 1834年， 1844年， 1852年{こ増

築。……すべての受刑者は工場にかける就業や体育・教脊に組み込まれる活動，職

業訓練および炊事・洗濯その他の建設的活動を含む，刑務作業に当たる。……その

他，思考訓練 (thinkingskills)，薬物m識と薬物治療 (drugawareness and drug ther，ト

py)，酒類意識と薬物誤用(品lcoholawareness and sulヲstancemisuse)， リラクゼーショ

ン・クラス，協力技術iill1綴 (copingskills)およびリラプス・プリペンション処置など

のコースも引き続き構築していし……32万ポンドの節約が 2010-11年に要求さ

れ，次年度も悶様である。委員会は，この措霞の結果として明らかになるであろう

展開についてモニターしていく cJ62) 

(ウ) スグゼキュティブ・サマリー

の姿点をまとめた「エグゼキュテイフ・サマワ -Jでは， 11項目に渡っ

て，一年間の活動から得た結論を簡潔に報告している c {)iuとして，いくつか引用し，

どのようなものか概観しよう

例えば，総菜訓練について，前年に比して格段の進歩が見られると評価する c

ij窓味ある職業訓練が欠如していることについて委資会が昨年表明した懸念は，最

近設i置された新たな織業訓練センター (VTC:vocational training centre)が，屋根ふ

き，セメント塗り，タイノレfloI)，倉庫管理，清掃業務，ブロック設定，大工仕事な

どの後れたコースを提供していることから， {まば完全に払拭された。また，現在そ

のスペースが不足していることはそのとおりであるが，委員会は，仮にできる状況

であれば，またできる特に，配管・配管結合，機械・電気エンジニアリングなと，

~ :7~.1においてかなりの需要があり， したがって，釈放後の受刑者にとってより良

い就職の機会があるコースを導入することを支持したい。……委員会は，受刑者の
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失業主容が低いレベルで継続していることに感銘そ受けている oJ 63) 他方，委員会の

変わらぬ懸念も，外留人受刑者の受Jllj後の処置の期間および医療体制について表明

されている。 f昨年報告したように，またそれに対する〔刑務所からの〕先回の回答

にもかかわらず，舟務省の移民・国籍者s(the HomεOffice Immigration and Natiorト

ality Departn淀川)が，外関人受刑務がそのJllj期の身柄拘束期罷を満了した時点で，

適切な拘留・移民センター (detentionI immigration centres)へ移送するためにかかる

時間の長さに，委員会は引き続き懸念を手ぎする。Jrヘルスケアの長的・質的条件は

一般的に向上しているが，歯科のサービス提供がさらになされるべきである。J64)

以上のように，評綴できる点，引き続き改善を求める点などについて，簡潔にま

とめているのが「エグゼキュティブ・サマリーj となる。

(I) r交流からの排除{際機JJ (こ~する f刑務所準員U 45条j について

また， r記殺するべき事柄j については，そのうちの…つであり，かつ， r刑務所

準別 (PrisonRule) Jの中で最も多くの議論が関わされてきた f準別 45条J(こ規定

される， r交流からの排除〔隠緩JJ (こ関する報告を概援しよう c その報告書記載を

見る前に， ri移民U45Jの規定ぞ確認する65)。

45. (1) 良好な秩序或いは規律の維持のため，又は本人の利益のために，ー絞

的又は特定的な目的のためであれ，ある受刑者が{也の受刑者と交流するべきでな

いと恋われる場合，刑務所長はその受刑者を交流から排除 (removal)する搭競

合耳Zることができる。

(2) この準則の下，受刑者は，法務大足 (Secretarvof State)の決定 (authority)

によるのでなければ， 72時閣を超える期間にわたって〔交流から〕排除されるこ

とはない。この規定の下に認められる決定は， 14臼な越えることはできないが，

時2互において隠様の期間の更新守することができる。

(3) 刑務所長は，その主主議により， この準別により排徐された受刑者lこ，いつ

でも他の受刑者との交流を再開させることができる c また， JlU務所長はその裁翠

念行使する場合，登録、されている医務官又は受録されている看護部でその刑務所

に従事している者が医療的根拠に装づき行ういかなる推奨についても，十分に考

慮しなければならない。

(4) (省略〕

「準翌日 45条(2)J は 2005年{こ上記のように改Iとされたが，準f!Uill!J定の 1型的年か
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らそれまでは『刑務所長は，受刑者が{也の受刑者と交流することをァ， 3日間を超え

て禁止し，実質的に隔離しようとする場合，内務大肢の決定，または f独立監視委

員会j の決定を必要とする， とされていたつまた，そのための手続として，潟離し

ようとする受刑者に「源開 (hearing)J ~行うことが必要とされ， r 31t:iz:監視委員

三むの委員のうち，少なくとも一人はそれに出防しなければならないとされてい

たっしかし，このような権限公問委員会に認めていることについて~ 2つの問題が

19悦年 fワルア・レポート j においても提示されていた附c つまり，そのような決

定を求められた問委員会が、それを拒否する明らかなJmlll{" 5i!.出して拒否すること

は実質的に不可能で、あり，実際ほとんど拒否した例はず手伝しないこと， 2つには，

ることを 1991i手「刑事司法法j が禁止した以上，刑務所長の

懲罰権限に。中立n守な第三者機関である監視組織であるべき独立監視委員会は関与

するべきでないということであったc

こうして現在，同差別 45条(2)J (立法務大庄のみに 7211寺践を超える縞離の決定?を

を認めるが‘その予続を監視するために， r総出J(ニ111]浴するのは義務としてでは

なく， r権限j として独立監視委員会(こ残されており，その権限念行使すること

はー逆に受刑務の1;長離が適切で、あることを確保するために望ましいことと潔解され

る

この}~~に隠して年次報告書:心次のように述べて，その手続 "ff攻ね好意的に捉え

てし、る

ilfiJ!語行:Jj}Jの受刑務に対する短期JJi置として編離ユニットミケ利用することに関す

るIfIJ務所長の万全Hふちらに効果的となり， .現在では~尾よく定着し理解されて

いる r …...結采として利m皮{ふ とのI時点ーであれ，平均 3名穏皮であるつ……独

立監視委員会委只は， if，f，t!日 45条の波H1:fJ(こ毎週I:HIlJ¥L，懲罰委員会には 2週間ご

とに出席した。また，委長はJf:~\lílJ の予定のない受刑者からも話しを?開いたc 受刑

者に|返するノートは独立監視委長会アァイノレとは別lこ保j位されている。……聴聞

のための部屋は良好な基準合満たしている……委員会委員:ふ懲罰委員会が刑務

所長(所長不夜特にはその代思)によって主宰されており，その水準は一貫して

高いと考える。……受刑者は， ~~~i; ，こ，準烈 45条および懲:符委員会の会議{こ自ら

出席する機会{f与えられている。彼らは，通常警独立監視委員会委fl(こ，総指1の

始まる直前に紹介されるが， これは特筆すべき改惑である(立l10tedimproyc-

mcnt)νJ6il 

また， こうして独立監視委員 が出席する f準則 45条jのlF211JfJの内溶l二関
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しても，次のように肯定的{こ報告されているのと同時に，改議=の姿E変心情{こ匂わせ

ている。 rもう一つの発展は，ヘルスケア職良が準初 45条のi関誌に 100%出席して

いたことであるごもっとも，聴問への資献度に関しでは，多くの場合(こ最低限のも

のではあったが。委員会のメンパーは，月!!1fi邸時{こ，受刑者の健康状態について〔ヘ

ルスケア職員から)より多くの情報を得ることができ， [河職員の)守秘義務の下で

あれ， f待として有益なことはある。〔もちろん法務)大庄は，心理スタップ Cpsychol

ogy stafflの準刻 45条の聴問への出席は必須とされていないとゑまえていることを

〔独立監視〕委員会は承知しているが，依然として，そのような調終によって，線開

予続に有読さがもたらされる限定的な場合はあるものと， (われわれ〕委員たちは感

じている。J(8) 

さらに，改三与されたこととして，独立i'iii視委良会 :ふ〔受刑者のJI潟縦ユ

ニットへの収議後，通常 24f時間以内に，立子メーノレによってそれが知らされるよ

うになったが， この殺怒は)lí: fl~jの大変な進展であったJ それと同 11寺{こ，さらなる

姿裂も付けくわえているつ「しかし，担当の委良が不在:こしているなどの場合に，

いかにして〔委員会との)コンタクトをli'在保するかなど，コミュニケーションの箔経文

化 Crdining)は必姿だcj69) 

以 i二のように，独立殿視委員会の役割として，行総の監視という立場から，隔離

に関する際関や慾淡手続の線路への出席が認められているが，それが，スタッ[:'

フォード刑務所の年次報告書に見るように，通常の場合，刑務所1llUの商経実主訟を是

認することになる以七手続の公正さ全確認するという詰授の効泉は認められる

が， I結露it自体の適切さそ評{版し，仮lニ不適切であると判断す匂る場合にその受刑者を

救済するという権限が認められるわけではないから，実質的には一定の効果が認め

られるのみと学まえられるc

さて， こうして独立EE視委員会は， このスタッドブオー F刑務所守合む 138の刑

務所， 12の移民局拘留施設および 3綴期拘Wlliを設において，約1，850人の無給ボラ

ンティアの委員が活動を行っており，イングランドとウエールズで 150

会が存在するから， それらをァ束ね，統率する機関が必要となるむそれが，うも述，国

家評議会である

359 



4 イングランドおよびクエーノレズの独立監視委員会のための

国家評議会 (TheNational Council for Independent ]¥[onitoring Boards 

in England and ¥へ1ales)

先に見たように， r閤家諮開会議」が 2003年に改められて f国家評議会 (Nation-

al COllncil) Jとなった。その時に，河評議会合組織するために， r盟家評議会憲章

(Constitlltion of the 0iational Council) Jが作成された。 したがって， これを概綴す

れば，国家評議会の構成，権限，日的および役割等を理解することができるから，

以下，同憲章の条文を中心に検討し，国家評議会の概要を明篠にしたい。

(1)組織

滋i家評議会の会長(President) は，全悶1，850名の独立監視委員会の委員でない

者から，法務大臣によって任命される。ただし，大臣は任命の過程で，国家評議会

の意見を取り入れなければならないとされている。その会長は， 2人の副会長を任

命する。また事務局 (theSecretariat)が翠かれ，評議会の事務補佐に当たる。評議

会のメンバー(ー絞評議員)となるためには，独立監視委員会の委員として 4年以

上務めた経験が必要で、ある。そして，その要件を満たす者の中から，全国を 9つの

地域に分けたそれぞれの地域において実施する，全独立監視委資会委員による選挙

によって，各地域 1 名主~ 3年任期で選出する。また，移民局の拘留施設の f独立監

視委員会j から選出された i名がこれに加わる。さらに，専門分野において，投票

権のない評議会メンパーな 3人まで，更新可能な l年任期で任命することができ

る。ただし，一般評議員は 2期までしか務めることが認められない。つまり，国家

評議会{ふ会長・部会長が 3人，一絞評議員 10人および専門的評議員最大 3人の，

13人以上 16人以下のおよび事務局で織成される。なお，評議会メンバーは全員無

給のボランテイアである。

また，国家評議会は少なくとも年に 6居間かれることとされ，毎回，独立監視委

員会事務局長が出席することが要請ぢれている問。

このように構成上も，独立監視委員会ときわめて密接な関係を保ちながらも，組

織の長である会長を独立監視委員会委員でない者ーとし， またそれを法務大疫が任命

するとするなど，独立監視委員会とは別の組織として成立している c
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(2) 目的および役割

2条本文{ま，その民的と役割jについて，以下のように定める。

国家評議会の第一の図的は， (独立監視〕委員会に対して，指導力，方向性，研修

および霊的コントローノレを提供し，その法的義務を達成することを支援すること

にある。国家評議会は，事務局を通し，また，その助言によって，会委員会に

よって擦当主的手続が取られることが必要で、あると考慮:される場合に，政策および

良好な実務lこ適合的に委員会が執務するように確保することが，法務大臣によっ

て要求される。また，法務大庄は，委員会が適切な調査をナ行い，到達した結論を

十全に報告するよう〔委員会の〕独立殺を保隠することを要求する。 いかなる政策

も，[;ru家評議会と事務局双方の合意なしには，執行されない。

要するに，会隠の独立鐙説委員会が，期待されている役言語ぞ十全に果たすことが

できるように，様々な支援をすることが，関家評議会の長芸大の任務と震える。ま

た，全閥的に捺準的な手続が必要な場合{こ，それぞ全閣の独立霊長視委長会{こ実現さ

せる役割~担っている c

さらに悶 2条には，国家評議会の具体的な任務として， 12項目が列記されてい

る。例えば，項EI2つめとして， I可能な探り効衆的に職務を果たすことができる

ように， (独tL霊長視〕委員会および総別のメンバーに対して，支援を提供することj

が挙げられている。さらに 4つめとして， r独立監視委員会の組織的利益を促進し，

また，できる限りその職務および懸念が，適切かつ綴広〈理解されることを?保熔す

ることj を挙げ，国民{こ，委員会の存在や職務・役割，またその活動によって明ら

かとなる行刑の課題などについて情報提供念行い，国民からの理解を得るように努

めるものとされている。

このように，国家評議会設翠の問的と役訴は，会国{こ点在する独立監視委員会の

主たる任務である，受刑者の人擦係隊合図るために行刑を監視する機能について，

効率的かつ，ある程度全面的に統一的に実行されるよう，各独立覧視委員会および

メンバーに対して情報提供や適切な指導，支援な実施することであるc また，それ

は，各独立監視委員会が十全に機能していることを確認し，さらなる発展のために

課題があればそれを把援し，問題解決に向けて検討することも含むから，全体的な

視点から独立監視委員会を監督すること合意味すると考えられるil)c 
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(3) 年次報告警

ろくに， 2012年lニ縄出された， I護家評議会にとって 4回目の年次報告主主， wはiじら

れたドアの後ろで一一一2011 年次報告;古(ゴ~ 22 ff)喜子絞観し，持評議会の呉体的役

'，1mおよび指摘等を宛てみようこ

(ア)序文

第一:ニ，国家評議会会長， ピーター・ゼルビー (PetcrSelb¥')は，序文でその役割

念総潔{こ次のように述べている

人身拘束純設を監視することは，常に，魅力のないこと，議11かなことで，多くの

場合，決まり切ったことである。それぞれの独立監視委員会の年次報告書の裂に

は，多くの定期的訪開，何マイノレもの歩行と，持たれた(多くの)対話が存在す

るc そのような多くの基礎的作業はその時には取るに足らないことのように忠、え

よう。 しかし，常{こ，本当に間違った{ilJか{を了解決するため;の縫を与えるカを

持っているc それが， 1，800人喜子超える独立監視委員たちによってなされる築礎

的作業であり，また， I議室長評議会のアクションも常にその基礎的作業のやに恨-5:

下ろしている。我々l刻家評議会の任務は，独立監視委員会が気付いたことに耳を

{引け，出家的な窓l沫を手まするとjtlわれるll!I!題't:絞り j二(f，刑務所および移民局施

設(全体)~過して， 1誌視実務の覧t -5: r匂 iこさせることである ï2)

つまり，出家評議会{ふ各刑務所の独立監視委員会が発見した毛芸術等を正lifli(ニ吸

収しそれらが!ヱl全体の問題としてi対処するべきことであれば，談会をや心的対象

{こして、そのように提誌を?するが，そのためには独立監視委員会と同訴談会との緊

筏なJilijjt;とともに，独ii:i~:f視委役会の監視機能の充実と発展が必妥となる会そし

て，それをア向上させることも同評議会のill~な役割なのである c さらにー近終の課

題として，ゼルビーが取り i二げるのは，社会における重刻化の要求についてであ

q 

00 

独立監視委員会としての我々は，判決:こ関する見解念持つことはできないが，他

方，一絞ノミ)~との問において;和1$1''1ずる処 ;jìJ態度が，身柄を拘束されている人々に対

してもたらす事柄について，我々は黙ってはいられないのだ。 i3J

察知化がもたらすもの，それは，過剰収容であり，被収容者に;ttする影響は次の

ように重大であるとする ε
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過料収容が発生すると独立監視委員会は常にそれについて窓見を述べるが，そう

することには恒常的な必要性があるからだ。〔つまり〕収容考数が増加すること

は，ニ人の者が，一人用にしつらえられた狭〈制限されたスペースにおいて，共

に食べ，寝，休息、し，河じトイレミナ利用することを意味し， [被収容者に対する

収容の〕適切さが犠牲とされ， c後らに対する]敬意{ま失われる。刑務所システム

としての全体的過剰収容という，さらに広範な緩点からは，適切な刑務所に受刑

者が記霞ちれず，その刑務所まで， (部会のために被収容者の〕家族は長距緩移動

しなければならないということをナ意味し，また， [刑務所舟での〕日約を有する活

動や適切なフeログラムが，必姿なFfrで)毛りなくなることを:fA味する。 74)

ゼノレピーの考えでは，姿するに，刑務所でj品約収容の状況が生まれ，受刑者に対

する適切な矯正教育考察を含む，適切な処遇が困難となっているのは，…絞市民が厳

探{とを?求めているためだから，その状況を一般市民に対して十分に情報提供するこ

とは，国家評議会の任務なのである。

そのj二で， どのような措留を立法上，または行政上採るべきかという議論の余地

が出てくるが，それについては民主主義的な方法で、解決を了間るべきものであり，少

なくとも独立監視委員会およびそれらを?纏める役割を担う隣家評議会の支務のー燦

として，正確かっト分な情報提供守護視するとする。

技術的な意味では， これら〔家族とのi話会が不都合となる，また適切なプログラ

ムが不足するなど〕のことは f過剰以議J[という課題の範務J(こl立入らないが，

しかし，独立監視委員会が指摘しなければならない基本的な事実の兆伎なのであ

る。つま i 端的には，私たちはあまりにも多くの人々を収容しすぎているの

だi5)。

付) 示された諸課怒

次{こ，今i習の年次報告さ?の第 1節で，会独立監視委員会によって指摘された様々

な課題が示されているc また，第 4節では専門的評議員によって取り上げられた事

前が示されている。これらな概観することによって， Iヨ家評議会が認識した課題と

は伺か，それらについてどのように対処したのか，また， しようとしているのかを

明確にしておきたい。

第 1長!I'Iでは，以下の点が指摘され検討されているc 居室内衛生，女性刑務所， f童

三?儲刑務所 (HighSecurity Estate)，食肉の質，移送，受刑者の投票権である。この
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うち，選管倣刑務所と食肉の質の問題に絞って考察をする。なぜなら，前者は，例

えば名合展刑務所で発生した受刑者への暴行致死の問題が，受刑者のi保護室等への

隔議長と収容，昼夜間独居拘禁等の問題であったことが示すように，わが国でも刑務

所内において，特定受刑者をナー絞受刑者から|潟離する搭5立がしばしば問題とされて

きたためである。また，後者については，食が， i学の東簡を了間わず，多くの受刑者ー

が不満に感じ，問題提起する課題だからである。

E量得備刑務所に関して，凋毅告番で特に懸念が示されたのは， I長期に渡る隠離

の問題Jであり，またそれは，独立監視委員会が把握することができないという問

題，つまり，アクセスが浪定されている点であったi6)。

独立監視委員会の，霊;警備施設における厳重監視センターにloseSupcrvision 

Centrcs) に対するアクセスについて，今年は懸念があった。これは， (し、くつか

のH量管鍛施設において， [それぞれの〕独立監視委員会の委員が，間センターへ

アクセスすることについて，一貫した統一的基準会有さないことから生じたもの

である c それぞれの施設に保安管理上の権限があることは認めるものの，われわ

れは，この問題を緊急'段のある事柄として提起するとともに，独立最視委員会の

アクセスはあらゆる施設に適用されるとする国の慕準が，さらに透明な監視プロ

セスを作りだすものと強〈信じる 8 7i) 

このように，監視をナ実施することが不可能とされてきた厳重監視センターに対し

て， まず外部の監視，つまり，独立:主主祝委員会の闘を入れることが必要で，その後

に，そのような身柄拘束が基準全滅たしているか谷かの判断ができるところ，何ら

その討を入れることができず‘ したがって情報が第u限されている現状では，独立監

視委員会の存在意義が減殺されるとの考えから，このような問題提起がされてい

る。

次いで，食肉の質に関する開題提起については，報告書で次のような懸念がきミさ

れている。

国家評議会は，独立監視委員会の詞僚が，多くの刑務所において受刑者に提供さ

れている食肉の賓が低いとの報告を聞き，大変な懸念念予言している c その懸念

は，食肉が脂肪分'it多く含み，また食するに適しないという事実による。例え

ば，牛もも肉のラベノレには， I水分・スターチおよびラクトース添加 80%改良

qっとある。……関家評議会は，その問題は大変緊急性の高いものであり，大臣
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に直接提起するべきものと判断した。……その結巣，悶家評議会は， この件{こっ

き詳細に検討するために，法務省の担当者と会合するべく召喚された。 78)

このように，受刑者の身体的健E誌を適切に保障するため，また，彼らの食生活‘に

認する不;誌を?できるだけ騒滅するために， [護家評議会は，独立監視委員会の収集し

た情報等を慕lこ， ii良識的に対処していることを九具体例全あげつつ年次報告書で示

している。

また，第 4節では，専門的評議長からの指摘として，収容中の死亡事件について

取り上げ、ている。揺家評議会は， 2004年から 2009年まで，自死に関する省内のラ

ウンドテーブノレ{こ参加しており， 2009年からは法務省，保健省および内務省の各

省による収容中の死亡に関する委員会lこ出席している c 現在では，情報収集の対象

範悶は刑務所のみならず，警察や精神病院など様々な施設における，あらゆるタイ

プoの収容やの死亡に広がっている。これらの会合において，国家評議会の代表は，

会合の決定に影響を及ぼし，また，刑務所収容やの死亡についての懸念を表明する

機会全手ぎする7針。

今閣の報鈴期間における刑務所内死亡件数等について，前年の数と比絞し，自死

件数{立 58から 33，こ減少，隔灘区溺 CSegregationUnitlにおける良死は前年 4科二か

ら8件へと減少したことをケ好意的に受け止めつつ， El然死についても， 2010年ま

での増加傾向に歯止めがかかり， 124 {!午だったものが 46件へと減少したとする80し

このように，収容中の死亡については，改議されていることがうかがえるが，た

だ，残された諜題は，その死亡原毘の分類のために要される時間にあると指摘す

る。 f収容やの死亡に関する〔原因〕分類の遅延ば，未だに懸念を残している c とい

うのは，炎期間にわたって，多くの死亡が未分類となっていることは，その受刑者

の室長族にとっても，刑務所1議員にとっても，ストレスなことだからだJ81)と。 した

がって，関家評議会は，刑務所収容ゅの死亡に関する取扱い基準や手続の見寂し

を，担当部認ーである金調犯罪者管理局(J¥'01v1S:J¥'ational Offender !vlanagement Ser-

vicel に対し，年次報告書を介して実費約な問題提起なすることで，改議~求める

のである。

以上のように，患家評議会は，全国{こ約 150存在する独立競視委員会に一定の基

準等公示いある程度の統一性を監視機能が持つように指導監督しつつ，各委員会
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と協{到することによって，独立毅視委員会の所期の目的である受刑者の人権保陣

営，間際条約 (CAT/OPCAT)に示された理念，つまり，入院の尊厳を健保し受刑

者{こ対して敬意を払うことで，受刑者を，tl:l所後には社会復帰へと導しという基本

的な方針と慕準に慕づき，実現過稼において障害となる事柄を，関係機関，謁係大

i立および議会へ課題として示すことで，間題の解決へと誘導していくのである。

(ヰ)小搭

以上概観してきたイギリスにおける刑務所監視機関 4つにつき，その概要を{自の

機関と比較しながらまとめ，その後，それら全体の院:線機織を根拠づける国際条約

について見ていきたい。

第一に検討したのは f刑務所査察局Jである。これは，議会承認に基づき女王が

任命する f刑務所主席査察官J{t長とした専門性の高い独立機関で，定期的{こ，最

低でも各刑務所につき 5年(こ 2巨!の査察を実施し，そのうち I隠は f総合査察J，

つまり 1週間の日時喜子設やして，事前に準備した詳縮な調室主項尽について査察守実

施する。その結果合前仮!の査察特に得たデータと比較検討し，かつ独自の f期f寺事

項j に照らして，前間からの改善状況と現状況等とを詳細し，必要に応じてまま察の

対象とした刑務所に勧告念行う。また，入手したデータは，年次報告書として法務

大出に提出されるとともに，一般にも公表される。

第二には， I刑務所および保護観察オンブズマンj である。 法律に基づく機演で

はないJ誌が， r}flj務所査察局j および r~虫交院祝委民会 rl詩家評議会j など， {也の

民"視機関とは大きく異なるつそれとIftJ!I寺{こ， rl内務所長E祭局J(立， その重要な権限

行使として，定期的{こ主主祭主ナ実施するが. その資祭{こは必ずしも特定の季五件や開題

性などの存ぞとが要件とされないのに対して， r刑務所オンブズマンj は，通常， f間

別の受刑者ーからの個別の背約取立てに基づき，個別の事案に対処することを最大の

任務としている点も奥なる c r刑務所査室長局jが行刑につき一般的視点から監視す

るのに対し， r刑務所オンフスマンjは特定の受刑者を通して個別的視点を契機{こ

して観察することによら，両視点がカバーされる c また， rlflj務Jilfオンブズマンj

は， そのような偲別の受7持者の11号題に対処するとともに，刑務所内において発生す

る致命的事件について会件議資全実施し，死亡版図を明篠{こし，その室長族等に対し

で!吉報提供をすることも職務とする c そのような活動内容について， i:f::次報告書を

作成し公表する点は， r刑務所査察局jや f独立監視委箆会j と同様である。

第三{ニ， r独立監視委員会jであるが，これは公募による応募者の司ゅ、ら任命さ
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〔研究ノート)イギリスにおける受刑者人権保際と消務所盟主視体制

れた市誌によって構成され，各刑務所に設寵される委員会で，わが関の「刑事施設

会jがモデルとしたとされるものである。やはち独:il:1生を有する機関で，

法令に基づき設置されたものである。委員は‘無給のボランティアとして活動する

が，ほ{ま毎週，委員の誰かはお当の刑務所を主主察しているという事実が示すよう

に，熱怠をもった委員たちによって支えられており，飼別の受刑者と函談喜子行い，

i極加の問題{こ対処するとともに，クェブ上で公表される法務大臣宛の年次報告書に

おいて，その活動内容と対処した事案や課題を公表しているc

また，第四lこ， 2003年に創設された f国家評議会j は，この f独立監視委員

会jの機能を十全なものとするために，全箆的な視点喜子各独三芝居長視委員会の活動に

盛り込む必姿から設E立されたもので，それ自身は，刑務所ぞまま察するなどの行為営

実施しない。これは，会炎・部会長計 3名のほか，全国 9地域の「独立穀視委員

会j委員から…人ずつ選出されたヲ名 L 移民局の拘留施設の f独立監視委員会j

から選出された 1名の，やはり無給の 10委員と， 3名までの専門委箆によって構

成される。評議会は， I独立監視委員会jからの年次報告設を通じてだけでなく，

定期的に開催される会議等~通じて，問題とされる事案および課題として挙げられ

る事項等について，全国的な見地から検設し， として年次報告書にまとめて

公表する。さらに， !段絡的なリーダーシッブをとり，競視の質的なコントローノレを

図ることをナ目的とし，金属の 13!虫立監視委員会J(こ対して，様々な情報提供や研修

を実施することにより，その任務を十全に泉たすことができるよう，指導，監督す

ることも任務とされている c つまり，大局的，全l詩的な見地から，各独立臨視委員

会の活動および援能の向上をサポートしている。

それでは次に，これら機関のイギリス国内における位置づけと，国際条約との関

連性について明確にしよう。

一 関内防止機構と拷問等禁11:条約

および選択議定書

本稿でこれまでに概観してきた刑務所等の身柄拘束施設に対する監視機関のう

ち， i7fU務所オンブ、ズマンj 以外は，イギリス連合王国における「関内防止機構

(災以ionalPreventive ivlechanism) J念講成するものとして位置づけられている。それ

では，その f盟内防止機構j とはどのような枠組みなのか，概観しよう c
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1 国内防止機構82)とは

関連総会において 2002年に採択された「拷問等禁[1:条約選択議定書 (theOp-

tional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel， lnhuman or・Degrad

ingTrふatmcntor Punishmentl J (以-f，OPCATlは，刑務所など身柄拘束施設に収容

されている人々に対する虐待等を予防することに焦点を合わせ，その予防のために

最適な方法は，独立的機関による定期的な訪Im~返して，被収容者に対する処遇お

よび被収容者の状況を監視することであるとしたc そこでこの OPCATを2003f~ 

12月に批准した連合主閣は， 20例年 3月までに|設内妨11:綾織を構築したのであ

る。その際{こ，連合王留では，それまで監視機関として存在してきた訪問者委員会

やオンブズマンなふ問題性は数多く指摘されてきたにせよ， 1つずつの

によって構成するのではなし複数の機関によってr構成することが可能であり，ま

た，より望まれると考えた。ただし， 1五1I今p}j11二機構に含まれることになる監視機関

が，その存在':f立法的に基縫づけられていること，また，その機関が，施設に予告

なしに訪問することが認められていることな要件としたのである。

こうして 2009年までに述合王国は，そのような姿件に合致する機関として， iiE

合 E国内で，少年施設や移民局泌設などの身柄拘束施設における監視機関喜子合む

18の機関喜子国内防止機構に該当するものとして指定したね)。そのやには，本橋で

概観した， r Jflj務所査察局J(イングランドとウエーノレズのそれと，スコットランドのそ

れとをi!IJの組織として放っているl，r独立獄視委員会J(イングランドとウエーjレズのそ

れと，北アイノレランドのそれとをと加の組織として絞っている)も含まれている 8，1)

このように， OPCATによち， 1玉lcgごとして， 防止機構を機築すること

され，その受託12ilこ{追って，既存のものも含めて，連合王国の機構として設i還され

たc ただし，すでに見たように，少なくともイングランドまヲよびウェー/レズにおい

ては，それまでに，刑務所監視の組識や監視の実践がすでに与在していたという若手

突が， このような国内坊!と機構の平期の構築を可能にしたことは注目に鈎しよう c

さで， 2002王手の終点ですでに存在していたにもかかわらず，本稿で概鋭した

ηflj務所オンブズマン(わisonand Probation Ombudsmanl Jは，このl裁

のなかには，組入れられなかった。 f刑務所オンブズマンj が関内防I1二機構{こ組入

れられなかった潔白のうち，それが対応的な職務守主たる任務としている点が，実

体的な理由としては重要である。つまり， r刑務所オンア。ズマンj は受刑者からの

苦情を受けてーはじめて，それにI認する調査を実行するなどの権限営実行に移して
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そのそ奇矯に対応するとするその点が， その他の!設内防止機構組織，例えば，刑務所

資察局のように，定期的な資察'e任務とする組織とは根本的lこ奨なる。さらに，

f刑務所オンブ、ズマンj が立法的な存立基礎を欠いている点は，それが関内防止機

構{こ組入れられなかった形式的な理由として挙げられよう。

また，一般市民から構成され各刑務所それぞれに設置される独立監視委長会ι
定期的に担当の刑務所を資家し施設状況の査察や懲戒の線開手続に出席するなど

して，受刑者の苦情の有無とは無関係に，能動的に活動i:'展開しており，受?持者と

の面談はするものの，受刑者からの苦箔等に応じる形で活動することを本務として

いないから，やはり「別務所オンブ、ズマンj とは異な L その任務の特徴は，より

予防的であると言えるっそのような自発性・能毅l'f笠による定期的笈察が，ブリベン

ティブ，つまり，事前抑止，問題発生予紡的であるという認識・綴点から， )'虫il監

視委員会も，国内妨11:機構の一認をなすものとされたのであるつまた， iz:i法的な基

礎付けも存在する点、が，形式的にも条符二を満たしていると考えられたc

それでは次に，このようなメカニ父、ムの設託金受諮している OPCATおよびそ

ある CAT(拷i潟等禁止条約)の関連条文念確認しようっ

2 拷問等禁止条約およ とそ

閣内防止機構を法的に基礎づけるのが， CATおよびOPCXfR5lであるc 前者CAT，

すなわち['j考i均等禁止条約J(ふその泌文で f何人も拷問又は残虐な，非人道的な

若しくは品位令傷つける取扱い若しくは斉IHf立を受けないことをナ定めている限界人権

5 条2えび市民的及び政治的権利に関する ~H祭規約第 7 条の規定;こ留〉乏し，ま

た，……拷問及び他の残虐な，非人道的な又は品伎をァ傷つける取扱い又は刑罰を?な

くすための世界各地における努力ぞ一層効来的なものとすることをナ希望してj協定

するとし，第 l条で をァ，広〈次のよう
q 

00  

身体的なものであるか精神的なものであるかを関わず人に;むし、苦痛を故意に与え

る行為で‘あって，……本人若しく たか若しくはその疑いがある行

為について本人を罰すること……その他これらに類することを，13的として又は何

らかの差別にままづく理由によって，かっ，公務長その他の公的資格で、行動する者ー

によち......行われるものをいう。

さらに第 2条 1墳でその禁止につき， ['締約関は，自践の管轄の下にある領域内

において拷問に当る行為が行われることをiおu二するため，ョヱ法上，行政上，司法上
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その他の効果的な措訟をとるJとし，政府に禁止のための指置をとる支務ぞ負わせ

ると同時に，第 16条では，このような f拷問j以外の行為についても，締約鴎に

対して防止の f約束j をさせる

…第 l条lこ定める拷問には:':'Eらない他の行為であって，残虐な，非人道的な又

はが:伎を傷つける取扱い又は刑罰に当り，かつ，公務員その他の……者により

……行われるものを訪1とすることを約束する。

これらを?実効的にするために，第 17条は f拷問禁止委民会j の設躍をナ規定し，

第四条で締約闘に対して「条約に議づく約束を履行するためにとった搭援に関す

る報告Jを定期的に要求する制。

次に， OPCATすなわち f拷問等禁止条約選択議定書j は，その前文で以下のよ

うに，拷問等禁止条約の趣旨混的等をさらに前進させるとする悶議定番の趣旨を明

示する問。

拷問及び{也の残虐な，非人道的な又は品{立を傷つける取扱い又は刑罰が，禁j上さ

れ，及び，人権の重大な侵害を構成することを?再確認、し， CATの目的を達成

し，放び{こ， l~ 出合奪われている者の拷問及び{也の残虐な，非人道的な又は品位

公傷つける取奴い又は刑罰からの保護守強化するためには，一定jの措置が必要で

あると確信し，・.....1立界人権会議が，拷|均ぞ除去する努力はまず何よりも防止に

努力合集中すべきであると宣言し，オ立び{こ，拘禁場所への定期的訪問という防止

制度の設tz念日的とする条約の選択議定13の採択を?要請したことを想起し，自由

を若手われている者の拷fl司及び{告の残虐な，非人道的な又は品伎を?傷つける取扱い

又は刑罰からの保護は， .jf司祭場ffrに対する定期的訪問に基づいた予防的性格の非

司法的方法によって強化できることな確信し〔たL

つまり，拷問等禁止条約が，拷問及び非人道的な又は品伎を傷つける取欽い又は

刑罰を防止することを求め，そのための国連の機関として「拷問禁止委員会J令設

置したのに対し，それらをナより一層効果的{こ，特に妨止の観点から実現するため

に，各締結閣内におけるメカニズム，つまり間内防止機構の構築をオとめたのが選択

あったc このように，雨文書は，間連として国際的に拷問え与を禁止すると

ともにそれらそ予防すること，さらに各国内において実効的な予防措置を採るべく

紡.ll:機構を設潰する二とを?要求し， rニ震構造j によって，より完全な防止を志向
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したのである88)G 

それを明示するために， OPCAT第 l条{ま，条約に示された拷f均等禁止の理念喜子

実現するべしその臼的について以下のように規定する。

この議定舎のEl的は，拷問及び他の残虐な，非人道的な又は品{立を傷つける取扱

い又は刑罰iな訪1とするために，人々が自弱含奪われている場所への独立の間際的

及び国内的団体による定期的な訪問の制度全設立することである。

また悶i:s1 I条では，具体的に，援!内紡11二機関の設践を義務付けている c

各締約匡!(ま，遅くともこの議定議又はその批滋若しくは加入が効力を生じる…年

後{こ， F与ij}JJを防止するためのーまたは複数の閣内妨止機関喜子国内で保持し，指定

し又は設躍する。この議定者。の適用j二，中央機関以外の厳佼が設置する機関は，

この議定者の規定に合致すれば関内Iifj11:機関として指定することができる。

そして，議定設における国内防止機構として認められるための機関の条件，およ

び，締約闘の義務につき，独立性および多元牲を凋第 18条は明示する。

l項 締約国は，国内紛11二機関の機能j二の独立立立び{こ当該機関の人民の独立を保

55tする c

2項 続的国は， !翠内初比機関の専門家が必要な能力及び専門的知識をナ有するこ

とを篠保するために必裂な捻援をとる。締約舗は，男女比の均衡を留り並びに閣

内の種族的条問および少数者集団がト分{こ代表されるよう努力する。

つまり，各締約国は，独立性合有する国内防止機関守設置し，その機関の構成員

の能力開発および構成員への専門的知識付与ーをする義務を負うことになる。

さらにこうして設翠される関内防止機関の権限について，向第 19条は，最低限

のものとして，具体的に次の 3つを挙げる。

(a) 第 4条に定める拘禁場所で8由を奪われている者の取J及いを，必要な場合

には，拷問及び{也の残虐な，非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰から

の保護ぞ強化するために，定期的に審まをすること。

(b) 自由を奪われている者の取扱い及び条件を改善し，援びlこ，拷問及び他の

残農な，非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を妨止するために，隠捺

溶合の関渡する規範を考滋{こ入れて，関係当局に勧告を行うこと c

(c) 既孝子の立法又は立法築に関する提案および所見を提示すること。
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立gす‘る{こ，刑務所等における被収老王者の処遇に関する定期的な審査権， IiJ51l:のた

め fz法等に関する提案・意見提示tmι 閣内紛d二機関は脊しなければな

らないしまた，向第 23条によって，国内防止機関の年次報告書は公表されなけれ

ばならないとして，公開性令担保している。すなわち， rこの議定者の締約国は，

[EllkJIi}j II二機関の年次報告を公表し及び流布することを約束するJ

また，同議定書ゐ{立第 2条およ 5条以下で， [主i述の一機関として f防止小委員

会j を?設置するとし，間小委員会が締約出向の河IJ務所等の施設をナ訪持することを?認

め，信連機関としての訪問を可能とする。

こうして，j;ii]内に設置される園内防止機関だけでなく，国迷機器からの査察訪院

を受けることにより，約五百屈は内外からの査察によって，絡会開等の防止をより徹底

させることを?目指していると考えられる。

これら，国捺条約 C八Tおよび OPCATの縄文書を批iffiしたイギリスでは，それ

らな根拠に警それらに定められた義務全額守するべしそれ以前から存夜していた

を含む，国内防止機関の指定金行うことで陣内妨u二機構の構築金果たし，

それ以後，条約の趣旨喜子履行する取組公継続してきたのである c

以とのように， CATおよび OPCATの存在および批准によち，監視の実効伎は

格段に向上するようであるが，わが国では OPCAT(二未批;t主であることも村!まっ

て、監視によって目指すべき方向についても，また，監視機関の備えるべき性質に

ついても， あまり注意がはらわれてこなかった。そこでで、以下，以上5兇主て fきFたイギギ、リ

スの[EI[内j勾f引|防涜lルト

諜:題記ミな'v泳終泣広ii認認して結びとしたいη

結 語……わが際刑務所摂察委員会に対する示唆

2006年{こわがl設で誕生した f刑事抱設視察委員会j は宅 2011年度現夜で全国:こ

ii海在し，3i2人の委員が法務大践によって任命され活動合している c 法務省に

よって公開されている情報によれば，同年度には，全国の施設において，延べ 184

関の視察， 645件の被収容者A との而援，4i8 JiJ:Jの会議等の活動が実施された 3 それ

らを通じてそれぞれの委員会が知るに五った，施設や被収容:討の処遇等に関する知

見を基lニ，各施設の長に対して， 562件の意見が提出された89)合このような委員会

の設置，波びに，その活動および意見の提出については， r刑事収容施設法j第 7
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条から 10条に規定されており，すべて法的な根拠守有する。このようにE夜間たる

法的地位を付与された防委員会の存在と活動等は， 2006年以前，受刑者の収容の

みを議本とし，一般社会とは異なるJ:}Jfの中の位界の規律および管理を目的としてい

た113監獄法をベースにすれば，視察委員である…殻l溺災を塀の中に入れて，施設の

状況ばかちでなく被収容者の処遇および生活ーの状況をナ視察する機関-3:'設湿した新法

は，[i!jj期的だったというばかりか，刑事施設のあち方について，発想、合 180度転換

したものだったと言っても過言ではなかろうっしかしそれは，それまでの約 100年

掲の長年にわたって，わが閣の刑事施設に関する情報が塀のやに陪ぎされていたた

めであち，本絡で検討したような，イギリス刑務所等の，綬史あるEE視f21;iIlU

{こすれば，わが国の刑事施設がいかに後れをとってしまったか念物語るものでしか

ない。

したがって，本稿で概観した，イギリスの燈史の中で生まれてき

などの監視機関，および， 2003年以降 OPCATの規定に基づき，あるいは設設さ

れ，あるいは盟内二機関として湾総成された， 1刑務所主席査祭官jや 13:11立艶

などと，誕生して数年しか経ていないわが淫!の視察委員会とは，当然な

がら，大きく異なる c そして，刑務所監視に関してすでに穏当の後れをとってし

まっているわが閣は，そのようなうた例との比絞で，仰がどのように呉なるかを検討

することで，多くの事前をそこから学びとることができるはずである c その点につ

いて，以下検討したい。

1 組織的なmUffiiに関して

または機構 i二のE重要なポイントとしては，

び専門性が，また，全体の枠組みとして，

挙げられよう。

まず独立役に関しては，わが箆

として，独立性およ

よび連携に器するものが

は，法務大践の任命と

されている(法第 8条 1項)。実質的には各施設の長が地域の弁護士会や教予言委員

会，医療機関，地方自治体等{こ推務依頼診し，推薦されてきた者がj去務大尽に任命

されるから，視察を受けるJtt!!設の長が相当稼疫に人選について関与している上{ニ，

そのような手続喜子民主的に補完するようなプロセスとして考えうる，議会の承認な

ど，スクリーニングの機会も孝子在しておらず， (まぼ非公開のフr ロセスでの任命手続

であるから，そもそも緩めて内総の組織であ k 視察される施設およびその上級機

関が実質的に任命することも紹まって，各委員会および委員の独立伎は担保されて

373 



いないc

これに対して本稿で概観したイギワス「刑務所オンブズマンj は，議会の選任委

Ei会のIrtJy立を経て法務大臣によって任命される。「刑務所主席王室室長官j は行刑関係

者でない者から女王によって任命される。また， i独立監視委良会委長jは，公募

illlJで応募者の中から認められた者が法務大臣によって委員に任命される。また，独

立監視委員会を統率する「国家評議会Jの会長は，独立監視委員以外の外部から，

評議会の意見を穂いた上で法務大院に任命され，ちらに， I説家評議会構成員は独立

監視委員会委員の中から，委員たちの選挙で選出される。さらに，これらニつの機

関の委員は無給であるが，そのことは，機関の独立伎を殊更におめることに寅献し

ているc このように，監視の対象となる機関とは別の機関が監視をする者全任命す

るか，行刑整怒機関の法務大臣の任命の場合であっても議会が関与するか，自家評

議会会長のように評議会の見解合取り入れなければならないとされ，法務大問の任

命権限を了直接的でなく間接的にするなど，影響力が圧倒的に{尽くなるようにされて

いる。

次(こ，王手門性に関しでは，わが国の視察委員会委箆の選任にき当って刑事収容施設

法が要件としているのは， i人格識Jt!.tJ志向しかっ，刑事施設の運営の改善向上に

熱意含有するJ(法第 8条:号、)という，初当に抽象的なことでしかない。それに対し

て，イギリスの上記猿視機関の構成員は，監視機関としての経援等が実質的要件と

なっていたり(間務所オンアズマン， Jflj J'JJf~rUlij;fl;?;{rì ， IliJ家評議会の会長)，独立監

保委口会の委員には，国家評議会がm怠し指定する研修プログラムを定期的に課し

たりすることで，専門?での担保がI~I られている。

さらに、全体的な朽ち級みとしては， OPCAT の~諮により， i刑務所オンブズマ

ンj以外は圏内紡 Il:機構ぞ構成するものとして位農付けられ，さらにそのうちで

も，独立監視委員会およびその統率機関である国家評議会は，それぞれの刑務所に

設置された独立競視委員会の活動や機能に一定の統一性ゃ一貫性を持たせるなどの

工夫により，集約的・述践的な機関となっている。

このように，イギリスの諸機関全参考{こして，わが国の視察委員会の組織商につ

いて，独立{主主ナ高めて実体的な行刑監視を可能とするために，委員の選出の過程に

おける透明性および民主的要素を絞り入れることを，まず考慮してしかるべきであ

ろう。また‘委員の視察能力・課題発見能力等を向上させるべく，専門性を付与ーす

るための研修プログラムなどな，イギリス国家評議会の例会参考に構築すること

も，より高い能力を備えた視察機関として発展していくために考慮されてよいであ
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ろう。また，それぞれの委員会でばらばらの視察のや与方をとっている現状に， も

う少し統一位や…設住を持たせ，すぐれた実践例などについての情報提供ぞ行うこ

とふ悶家評議会のような中心的総織の存主によって可能となろう c

2 実体的な{期間に関して

次{こ，わが国刑務所視察委員会の実体的な側耐について考察してみようっ重要な

のは，視察委員会の持つ具体的権限の中身で、ある。;去によると，施設の長が， r委
員会{こ対し，情報を提供するJ(第 9去をciつことになっているから，その限りで委

員会は情報伝受ける権利がある。また， r委員会は…・刑事施設の視察をするこ

とができる。……必要があると認める時は，……委員による被収容者との商援の実

胞について〔施設の交に〕協力を求めることがで、きるJ(第 9条答)とされているか

ら，視察をすること，そしてその諜， r必喜さがあると認めるj場合に，被収容者と

(多くの場合{こ月議員の交会なしで)面接をすることができる， または，少なくともそ

の rtCbカを求めることができるJ また， r被収容者が委員会{こ立すして提出する帯雨

は，検査E-5;してはならないJ(第 9条安)から，委員会は，無検査の者組ぞ被収容

者から受け取ることが認められている。こうして，情報提供，施設の視察，被収容

者との面接，被i収容殺からの無検変での誉回授受喜子返して有するに至った f意見を

〔刑事筋設の長{こ〕述べるJ(安n条必)ことができる。法律上，

られている権限は，以上のものに限定されている。

会に認め

これに対して，イギリスの諸機関，例えば「刑務所オンプズマンjは収容やの死

亡事件について全{牛ぞ調査することが認められ，また，受前者からの苦情を受tjfす

け，苦情処理をし施設に勧告をナすることができる。また， r独立監視委員会j は

24 I待問いつでも良市{こ烈務所内に入札受刑者と稲会をし，苦情の処涼{こ当った

り，施設に少なくとも事実上の勧告を行ったりすることができる o r牙3務所@ffl寝室E

およびそのでの「刑務所査察局Jiネ定地的な事前予告のある査察および予

告のない交察{e実施し，その結果を基に改善点などを施設に勧告するとともに，そ

れら活動報告書を少なくとも年(二一度は，i1ミ務大臣{こ直接提出することがで、きる。

このような権限j二のお~)さが，刑務所職員の被収容者{こ対する不適切な取扱いをナ防

iとする効果に関して，いかに綴途をもたらすかはt命令倹たないだろうっ外部の尽を

収容路設に入れることにより，被収容者{こ立すする適切な取扱いや適切な処遇が促進

され，よって社会復帰の効果が高められることを前提に，わが注!の視祭委員会も設

置されたはずであるが，そのような基本約な認識を子持たずに視察委員会は活動を続
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げ，また刑事施設は日常行刑業務を続けるのではなしそのような日的および窓義

を定期的に確認し把援した上で，それぞれが活動や業務に従事することで，視察委

只会設段目的訟よび刑事施設の存在目的の達成において，大きな意義と効果を発す

ることであろう。つまり，どの程度，どのような日が入り，その自がどこに対して

アクションそ起こすことが可能なのか，それらの具体的なあり方によって，刑事施

設内における被収容者の処遇，取扱いヲ社会復帰の可能性など，被収容者の総合的

な人権のあり方は大きく変わり得るのである。

3 基本的な受刑者人権に関する思想、および

人権確保のためのメカニズムの必要性に関する認識

イギリスの刑事総設等監視体制とわが関の探察委員会のあり方弘以上のように

して比絞検討すると，同じ施設外の機関でありながら，両者はその組織においても

権限においてもまったく異なることが分かる。わが国が 2006年{こ視察委員会合設

践したときに，イギリス独立監視委員会合モデルとし，それについてある程度の調

資を実施したはずで、あるのに，なぜこのように異なるものができたのであろうか。

それは，そのようなl湾内防止機構を構築し一定の機関を設置する必姿性や民的の

認滋，また設践の背宗に存主する受刑者人権思想、はじめ，基本的制度趣旨について

のJiJi.f認が十分ではなヵ、ったためカ、もしれない。わが1認と向じように OPCATを批

准はしていないものの，カナダでは，すでにお年以上に渡って，独立した捜査権

限な有する「矯正後王室官j を制度として有してきたし，また， そのカナダの捜査官

?ニュア/レにあるように，受刑者人権への配倍、と理解か，少なくとも捜査官の総務

遂行に際しては，前提として共有されている。またイギリスのように OPCATを

批准した関では， OPC八Tがそデノレにした fヨーロツノミ拷問紡11二条約 (ECIマ1J， 

および，その主契機関である「拷問防止委員会 (CPTlJ の現実的な実践などを踏

まえ90)，それに学び， OPC八Tが部設した i@1j際的〔妨沈〕メカニズムと国内的メカ

ニズムのこ重構造jについて理解し，またそのようなメカニス、ムがなぜ必要とされ

るのかについて認識し，自i事!の既存の機関に新規の機関を加え，新たな[;m内メカニ

ズム合構築したのである。

他方，わが国は，カナタやアメリカ合衆国と同様， OPCAT ~批援していない以

上，政府として関連の拷問防止委員会を受け入れる国際法上の義務も，鹿内防止メ

カニズム合構築する義務も負うことはないのは言うまでもないれ)c また，わが隠!
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には，カナダやアメワカのカリブオノレニアチHのように，独立の監視機際ミナ有するわ

けではないから，民!内防止メカニズム{こ該当する機関として指定することができる

も存在しないので， OPCATを批准する準備段階にすらないかもしれない。ま

た，設i慢されて数年緩過した刑事施設視察委員会は， もしかすると，これら他問の

監視機関とは全く別の趣旨・臼的のもので， 113監拐、法下の刑務r'frから， I国民に理

解され，支えられる刑務所へj と変化させるためだけの組織でしかないのかもしれ

ない。しかし，それでは，わが国の行刑のあり方，また，刑務所監視のあり方につ

いて，今後何ら発展殺がないということになろうが，果たして現状のまま放誼し，

受刑者人権の捉え方も悶様のままであることが正しいあり方なのであろうか。 1日監

獄法は，約 100年陪に渡って，刑務所等の路設を:， 1玄i民からは;s'ろか，室主督官庁で

ある法務省からも閉ざされた組織とし続ける口実として使われた。しかし，その間

{こ，他国の行刑および刑事施設など，刑事政策は篠突に発展し実務に反映されてき

たのである。この祭白を今からでも埋めるべく，それらから学べることを学び取

札受JfU者人権のあり方について，また，わが国の祝祭委員会の将来のあり方につ

いて，できる限り役界襟栄的な…定のぷ準に近付くことができるように，さまざま

な環境を整えることは，単に世界標準lこ追いつくためばかりでなく，人権に関する

世界からの信殺を取り戻すためにも必要ではなかろうか。

そのためには，一刻も与乏し例えば OPCATのような特徴のある悶際人権条約

等に関する研究を進め，怒際会を?深めることが大切であろうし， OPCATの I1設内妨

ll::メカニズムj災践例として，イギリスの防止メカニズムについて研究することも

意義があろう c 前述のように， OPCATは， I防止メカニズムJi." tliJ設したが，そ

のようにメカニズムを作ることは f関連の人権条約でははじめての試みであるJか

ら，それは選択議定書の「踊期的意義j とされる。また，その「メカニズムのニ重

構遺伝基本的性格j とする菌際機関， I拷掲防止小委員会J，および，

准閣の f陣内防止メカニズムj指定綴織の双方の機能によって，より磯突な被収容

者の人権保俸の達成と，それによる社会復帰の可能性の向上，そしてまた，そのこ

とによる再提率の低下，社会の治安の安定化公開ることが可能となれば，それもま

た，このメカニズムの「滅期的jな効果であろう。

このメカニズムの一つのあり方として，ヱド稿{立，イギワスの「刑務所主席査察

官Jと f刑務所王室察局んまた， I独立監視委員会Jと「関家評議会jについて， d 

ら{こ，国内妨j上競緩の指定は受けていないが独自の機能を泉たしてきた f刑務所オ

ンブズマンjについて，設立経緯， 1奪取，役割および機能に議尽して考察した。こ
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れらを子参考(こ，わが践の刑事施設における被収容者人権の確保のために求められる

機能色視察委員会の今後のあち tH了中心{こ，さらに発展させつつよち良いものへ

と撚築していくことが重要である c
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の社会復帰を求める権利，つまり社会権的・生存権的な権利として捉え憶す可能性

について検討することが必要な時期に来ているのではないかと思われるが，それに

関する考察は今後の課題としたい。
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〔付記〕本絡は， 2012年度南山大学ノtッへ研究奨励金 1-A-2(こ基づく研究成果である。
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